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共生社会の形成に向けたインクルーシブ教育システム構築のための特別支援教育の推進（報告）概要 

 

平成 24年 7月 23日 

 中央教育審議会初等中等教育分科会 特別支援教育の在り方に関する特別委員会 

はじめに 

 障害者の権利に関する条約の国連における採択、政府の障害者制度改革の動き、中央教育審議会での

審議、障害者基本法の改正等について記述 

 

1．共生社会の形成に向けて 

 

（1）共生社会の形成に向けたインクルーシブ教育システムの構築 

• 「共生社会」とは、これまで必ずしも十分に社会参加できるような環境になかった障害者等が、

積極的に参加・貢献していくことができる社会である。それは、誰もが相互に人格と個性を尊重

し支え合い、人々の多様な在り方を相互に認め合える全員参加型の社会である。このような社会

を目指すことは、我が国において最も積極的に取り組むべき重要な課題である。 

• 障害者の権利に関する条約第 24 条によれば、「インクルーシブ教育システム」（inclusive 

education system、署名時仮訳：包容する教育制度）とは、人間の多様性の尊重等の強化、障害

者が精神的及び身体的な能力等を可能な最大限度まで発達させ、自由な社会に効果的に参加す

ることを可能とするとの目的の下、障害のある者と障害のない者が共に学ぶ仕組みであり、障害

のある者が「general education system」（署名時仮訳：教育制度一般）から排除されないこと、

自己の生活する地域において初等中等教育の機会が与えられること、個人に必要な「合理的配

慮」が提供される等が必要とされている。 

• 共生社会の形成に向けて、障害者の権利に関する条約に基づくインクルーシブ教育システムの

理念が重要であり、その構築のため、特別支援教育を着実に進めていく必要があると考える。 

• インクルーシブ教育システムにおいては、同じ場で共に学ぶことを追求するとともに、個別の教

育的ニーズのある幼児児童生徒に対して、自立と社会参加を見据えて、その時点で教育的ニーズ

に最も的確に応える指導を提供できる、多様で柔軟な仕組みを整備することが重要である。小・

中学校における通常の学級、通級による指導、特別支援学級、特別支援学校といった、連続性の

ある「多様な学びの場」を用意しておくことが必要である。 

 

（2）インクルーシブ教育システム構築のための特別支援教育の推進 

• 特別支援教育は、共生社会の形成に向けて、インクルーシブ教育システム構築のために必要不可

欠なものである。そのため、以下の○1 から○3 までの考え方に基づき、特別支援教育を発展さ

せていくことが必要である。このような形で特別支援教育を推進していくことは、子ども一人一

人の教育的ニーズを把握し、適切な指導及び必要な支援を行うものであり、この観点から教育を

進めていくことにより、障害のある子どもにも、障害があることが周囲から認識されていないも

のの学習上又は生活上の困難のある子どもにも、更にはすべての子どもにとっても、良い効果を

もたらすことができるものと考えられる。 

○1 障害のある子どもが、その能力や可能性を最大限に伸ばし、自立し社会参加することができるよう、医療、

保健、福祉、労働等との連携を強化し、社会全体の様々な機能を活用して、十分な教育が受けられるよう、

障害のある子どもの教育の充実を図ることが重要である。 

○2 障害のある子どもが、地域社会の中で積極的に活動し、その一員として豊かに生きることができるよう、

地域の同世代の子どもや人々の交流等を通して、地域での生活基盤を形成することが求められている。こ
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のため、可能な限り共に学ぶことができるよう配慮することが重要である。 

○3 特別支援教育に関連して、障害者理解を推進することにより、周囲の人々が、障害のある人や子どもと共

に学び合い生きる中で、公平性を確保しつつ社会の構成員としての基礎を作っていくことが重要である。

次代を担う子どもに対し、学校において、これを率先して進めていくことは、インクルーシブな社会の構

築につながる。 

• 基本的な方向性としては、障害のある子どもと障害のない子どもが、できるだけ同じ場で共に学

ぶことを目指すべきである。その場合には、それぞれの子どもが、授業内容が分かり学習活動に

参加している実感・達成感を持ちながら、充実した時間を過ごしつつ、生きる力を身に付けてい

けるかどうか、これが最も本質的な視点であり、そのための環境整備が必要である。 

 

（3）共生社会の形成に向けた今後の進め方 

• 今後の進め方については、施策を短期（「障害者の権利に関する条約」批准まで）と中長期（同

条約批准後の 10 年間程度）に整理した上で、段階的に実施していく必要がある。 

短  期：就学相談・就学先決定の在り方に係る制度改革の実施、教職員の研修等の充実、当面必要な

環境整備の実施。「合理的配慮」の充実のための取組。それらに必要な財源を確保して順次

実施。 

中長期：短期の施策の進捗状況を踏まえ、追加的な環境整備や教職員の専門性向上のための方策を検

討していく。最終的には、条約の理念が目指す共生社会の形成に向けてインクルーシブ教育

システムを構築していくことを目指す。 

 

2．就学相談・就学先決定の在り方について 

 

（1）早期からの教育相談・支援 

• 子ども一人一人の教育的ニーズに応じた支援を保障するためには、乳幼児期を含め早期からの

教育相談や就学相談を行うことにより、本人・保護者に十分な情報を提供するとともに、幼稚園

等において、保護者を含め関係者が教育的ニーズと必要な支援について共通理解を深めること

により、保護者の障害受容につなげ、その後の円滑な支援にもつなげていくことが重要である。

また、本人・保護者と市町村教育委員会、学校等が、教育的ニーズと必要な支援について合意形

成を図っていくことが重要である。 

• 乳児期から幼児期にかけて、子どもが専門的な教育相談・支援が受けられる体制を医療、保健、

福祉等との連携の下に早急に確立することが必要であり、それにより、高い教育効果が期待でき

る。 

 

（2）就学先決定の仕組み 

• 就学基準に該当する障害のある子どもは特別支援学校に原則就学するという従来の就学先決定

の仕組みを改め、障害の状態、本人の教育的ニーズ、本人・保護者の意見、教育学、医学、心理

学等専門的見地からの意見、学校や地域の状況等を踏まえた総合的な観点から就学先を決定す

る仕組みとすることが適当である。その際、市町村教育委員会が、本人・保護者に対し十分情報

提供をしつつ、本人・保護者の意見を最大限尊重し、本人・保護者と市町村教育委員会、学校等

が教育的ニーズと必要な支援について合意形成を行うことを原則とし、最終的には市町村教育

委員会が決定することが適当である。 

• 現在、多くの市町村教育委員会に設置されている「就学指導委員会」については、早期からの教

育相談・支援や就学先決定時のみならず、その後の一貫した支援についても助言を行うという観

点から、「教育支援委員会」（仮称）といった名称とすることが適当である。「教育支援委員会」

（仮称）については、機能を拡充し、一貫した支援を目指す上で重要な役割を果たすことが期待
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される。 

• 就学時に決定した「学びの場」は固定したものではなく、それぞれの児童生徒の発達の程度、適

応の状況等を勘案しながら柔軟に転学ができることを、すべての関係者の共通理解とすること

が重要である。 

• 就学相談の初期の段階で、就学先決定についての手続の流れや就学先決定後も柔軟に転学でき

ることなどについて、本人・保護者にあらかじめ説明を行うことが必要である（就学に関するガ

イダンス）。 

• 本人・保護者と市町村教育委員会、学校等の意見が一致しない場合については、例えば、本人・

保護者の要望を受けた市町村教育委員会からの依頼に基づき、都道府県教育委員会が、市町村教

育委員会への指導・助言の一環として、都道府県教育委員会の「教育支援委員会」（仮称）に第

三者的な有識者を加えて活用することも考えられる。 

 

（3）一貫した支援の仕組み 

• 可能な限り早期から成人に至るまでの一貫した指導・支援ができるように、子どもの成長記録や

指導内容等に関する情報を、その扱いに留意しつつ、必要に応じて関係機関が共有し活用するこ

とが必要である。 

 

（4）就学先相談、就学先決定に係る国・都道府県教育委員会の役割 

• 都道府県教育委員会の就学先決定に関わる相談・助言機能を強化する必要がある。 

• 就学相談については、それぞれの自治体の努力に任せるだけでは限界があることから、国におい

て、何らかのモデル的な取組を示すとともに、具体例の共有化を進めることが必要である。 

 

3．障害のある子どもが十分に教育を受けられるための合理的配慮及びその基礎となる環境整備 

 

（1）「合理的配慮」について 

• 条約の定義に照らし、本特別委員会における「合理的配慮」とは、「障害のある子どもが、他の

子どもと平等に「教育を受ける権利」を享有・行使することを確保するために、学校の設置者及

び学校が必要かつ適当な変更・調整を行うことであり、障害のある子どもに対し、その状況に応

じて、学校教育を受ける場合に個別に必要とされるもの」であり、「学校の設置者及び学校に対

して、体制面、財政面において、均衡を失した又は過度の負担を課さないもの」、と定義した。

なお、障害者の権利に関する条約において、「合理的配慮」の否定は、障害を理由とする差別に

含まれるとされていることに留意する必要がある。 

• 障害のある子どもに対する支援については、法令に基づき又は財政措置により、国は全国規模

で、都道府県は各都道府県内で、市町村は各市町村内で、教育環境の整備をそれぞれ行う。これ

らは、「合理的配慮」の基礎となる環境整備であり、それを「基礎的環境整備」と呼ぶこととす

る。これらの環境整備は、その整備の状況により異なるところではあるが、これらを基に、設置

者及び学校が、各学校において、障害のある子どもに対し、その状況に応じて、「合理的配慮」

を提供する。 

• 「合理的配慮」の決定に当たっては、障害者の権利に関する条約第 24 条第 1 項にある、人間の

多様性の尊重等の強化、障害者が精神的及び身体的な能力等を可能な最大限度まで発達させ、自

由な社会に効果的に参加することを可能とするといった目的に合致するかどうかの観点から検

討が行われることが重要である。 

• 「合理的配慮」は、一人一人の障害の状態や教育的ニーズ等に応じて決定されるものであり、設

置者・学校と本人・保護者により、発達の段階を考慮しつつ、「合理的配慮」の観点を踏まえ、

「合理的配慮」について可能な限り合意形成を図った上で決定し、提供されることが望ましく、
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その内容を個別の教育支援計画に明記することが望ましい。なお、設置者・学校と本人・保護者

の意見が一致しない場合には、「教育支援委員会」（仮称）の助言等により、その解決を図ること

が望ましい。また、学校・家庭・地域社会における教育が十分に連携し、相互に補完しつつ、一

体となって営まれることが重要であることを共通理解とすることが重要である。さらに、「合理

的配慮」の決定後も、幼児児童生徒一人一人の発達の程度、適応の状況等を勘案しながら柔軟に

見直しができることを共通理解とすることが重要である。 

• 移行時における情報の引継ぎを行い、途切れることのない支援を提供することが必要である。 

 

（2）「基礎的環境整備」について 

• 「合理的配慮」の充実を図る上で、「基礎的環境整備」の充実は欠かせない。そのため、必要な

財源を確保し、国、都道府県、市町村は、インクルーシブ教育システムの構築に向けた取組とし

て、「基礎的環境整備」の充実を図っていく必要がある。 

• 共生社会の形成に向けた国民の共通理解を一層進め、インクルーシブ教育システム構築のため

の施策の優先順位を上げていくことが必要である。 

 

（3）学校における「合理的配慮」の観点 

• 「合理的配慮」の観点について整理するとともに、障害種別の「合理的配慮」は､その代表的な

ものと考えられるものを例示している｡示されているもの以外は提供する必要がないというこ

とではなく、一人一人の障害の状態や教育的ニーズ等に応じて決定されることが望ましい。 

• 現在必要とされている「合理的配慮」は何か、何を優先して提供するかなどについて、関係者間

で共通理解を図る必要がある。 

• 複数の種類の障害を併せ有する場合には、各障害種別の「合理的配慮」を柔軟に組み合わせるこ

とが適当である。 

 

（4）「合理的配慮」の充実 

• これまで学校においては、障害のある児童生徒等への配慮は行われてきたものの、「合理的配慮」

は新しい概念であり、現在、その確保についての理解は不十分であり、学校・教育委員会、本人・

保護者の双方で情報が不足していると考えられる。そのため、早急に「合理的配慮」の充実に向

けた調査研究事業を行い、それに基づく国としての「合理的配慮」のデータベースを整備し、各

教育委員会の参考に供することが必要である。また、中長期的には、それらを踏まえて、「合理

的配慮」、「基礎的環境整備」を充実させていくことが重要であり、必要に応じて、学校における

「合理的配慮」の観点や代表的なものと考えられる例を見直していくことが考えられる。 

• 「合理的配慮」は、その障害のある子どもが十分な教育が受けられるために提供できているかと

いう観点から評価することが重要であり、それについても研究していくことが重要である。例え

ば、個別の教育支援計画、個別の指導計画について、各学校において計画に基づき実行した結果

を評価して定期的に見直すなど、PDCA サイクルを確立させていくことが重要である。 

 

4．多様な学びの場の整備と学校間連携等の推進 

 

（1）多様な学びの場の整備と教職員の確保 

• 多様な学びの場として、通常の学級、通級による指導、特別支援学級、特別支援学校それぞれの

環境整備の充実を図っていくことが必要である。 

• 通常の学級においては、少人数学級の実現に向けた取組や複数教員による指導など指導方法の

工夫改善を進めるべきである。 

• 特別支援教育により多様な子どものニーズに的確に応えていくためには、教員だけの対応では

73



限界がある。校長のリーダーシップの下、校内支援体制を確立し、学校全体で対応する必要があ

ることは言うまでもないが、その上で、例えば、公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数

の標準に関する法律に定める教職員に加えて、特別支援教育支援員の充実、さらには、スクール

カウンセラー、スクールソーシャルワーカー、ST（言語聴覚士）、OT（作業療法士）、PT（理学

療法士）等の専門家の活用を図ることにより、障害のある子どもへの支援を充実させることが必

要である。 

• 医療的ケアの観点からの看護師等の専門家についても、必要に応じ確保していく必要がある。 

• 通級による指導を行うための教職員体制の充実が必要である。 

• 幼稚園、高等学校における環境整備の充実のため、特別支援学校のセンター的機能の活用等によ

り教員の研修を行うなど、各都道府県教育委員会が環境を整えていくことが重要である。 

 

（2）学校間連携の推進 

• 域内の教育資源の組合せ（スクールクラスター）により、域内のすべての子ども一人一人の教育

的ニーズに応え、各地域におけるインクルーシブ教育システムを構築することが必要である。 

• 特別支援学校は、小・中学校等の教員への支援機能、特別支援教育に関する相談・情報提供機能、

障害のある児童生徒等への指導・支援機能、関係機関等との連絡・調整機能、小・中学校等の教

員に対する研修協力機能、障害のある児童生徒等への施設設備等の提供機能といったセンター

的機能を有している。今後、域内の教育資源の組合せ（スクールクラスター）の中でコーディネ

ーター機能を発揮し、通級による指導など発達障害をはじめとする障害のある児童生徒等への

指導・支援機能を拡充するなど、インクルーシブ教育システムの中で重要な役割を果たすことが

求められる。そのため、センター的機能の一層の充実を図るとともに、専門性の向上にも取り組

む必要がある。 

• 域内の教育資源の組合せ（スクールクラスター）や特別支援学校のセンター的機能を効果的に発

揮するため、各特別支援学校の役割分担を、地域別や機能別といった形で、明確化しておくこと

が望ましく、そのための特別支援学校ネットワークを構築することが必要である。 

 

（3）交流及び共同学習の推進 

• 特別支援学校と幼・小・中・高等学校等との間、また、特別支援学級と通常の学級との間でそれ

ぞれ行われる交流及び共同学習は、特別支援学校や特別支援学級に在籍する障害のある児童生

徒等にとっても、障害のない児童生徒等にとっても、共生社会の形成に向けて、経験を広め、社

会性を養い、豊かな人間性を育てる上で、大きな意義を有するとともに、多様性を尊重する心を

育むことができる。 

• 特別支援学校と幼・小・中・高等学校等との間で行われる交流及び共同学習については、双方の

学校における教育課程に位置付けたり、年間指導計画を作成したりするなど交流及び共同学習

の更なる計画的・組織的な推進が必要である。その際、関係する都道府県教育委員会、市町村教

育委員会等との連携が重要である。また、特別支援学級と通常の学級との間で行われる交流及び

共同学習についても、各学校において、ねらいを明確にし、教育課程に位置付けたり、年間指導

計画を作成したりするなど計画的・組織的な推進が必要である。 

 

（4）関係機関等との連携 

• 医療、保健、福祉、労働等の関係機関等との適切な連携が重要である。このためには、関係行政

機関等の相互連携の下で、広域的な地域支援のための有機的なネットワークが形成されること

が有効である。 
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5．特別支援教育を充実させるための教職員の専門性向上等 

 

（1）教職員の専門性の確保 

• インクルーシブ教育システム構築のため、すべての教員は、特別支援教育に関する一定の知識・

技能を有していることが求められる。特に発達障害に関する一定の知識・技能は、発達障害の可

能性のある児童生徒の多くが通常の学級に在籍していることから必須である。これについては、

教員養成段階で身に付けることが適当であるが、現職教員については、研修の受講等により基礎

的な知識・技能の向上を図る必要がある。 

• すべての教員が多岐にわたる専門性を身に付けることは困難なことから、必要に応じて、外部人

材の活用も行い、学校全体としての専門性を確保していくことが必要である。 

 

（2）各教職員の専門性、養成・研修制度等の在り方 

• 学校全体としての専門性を確保していく上で、校長等の管理職のリーダーシップは欠かせない。

また、各学校を支援する、教育委員会の指導主事等の役割も大きい。このことから、校長等の管

理職や教育委員会の指導主事等を対象とした研修を実施していく必要がある。 

• 特別支援学校教員の特別支援学校教諭免許状（当該障害種又は自立教科の免許状）取得率は約 7

割となっており、特別支援学校における教育の質の向上の観点から、取得率の向上による担当教

員としての専門性を早急に担保することが必要である。このため、養成、採用においては、その

取得について留意すべきである。特に現職教員については、免許法認定講習の受講促進等の取組

を進めるとともに、その後も研修を通じた専門性の向上を図ることが必要である。 

• 特別支援学級や通級による指導の担当教員は、特別支援教育の重要な担い手であり、その専門性

が校内の他の教員に与える影響も極めて大きい。このため、専門的な研修の受講等により、担当

教員としての専門性を早急に担保するとともに、その後も研修を通じた専門性の向上を図るこ

とが必要である。 

 

（3）教職員への障害のある者の採用・人事配置 

「共生社会」とは、これまで必ずしも十分に社会参加できるような環境になかった障害のある

者等が、積極的に参加・貢献していくことができる社会であり、学校においても、障害のある者

が教職員という職業を選択することができるよう環境整備を進めていくことが必要である 
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学校教育法施行令の一部改正について（通知） 

 25文科初第 655号 

 

平成 25年 9月 1日 

 

各都道府県・指定都市教育委員会教育長 

各都道府県知事 

附属学校を置く各国立大学法人学長 

構造改革特別区域法第 12条 

第 1項の認定を受けた各地方公共団体の長 

独立行政法人特別支援教育総合研究所理事長 

 

文部科学事務次官 

 

         山中 伸一 

 

学校教育法施行令の一部改正について（通知） 

 

 

 

 このたび、別添のとおり、「学校教育法施行令の一部を改正する政令」（以下「改正令」と

いう。）が閣議決定され、平成 25 年 8 月 26 日付けをもって政令第 244 号として公布され

ました。その改正の趣旨及び内容等は下記のとおりですので、十分に御了知の上、適切に対

処くださるようお願いします。 

 

 また、各都道府県教育委員会におかれては所管の学校及び域内の市町村教育委員会に対

して、各指定都市教育委員会におかれては所管の学校に対して、各都道府県知事及び構造改

革特別区域法第 12条第１項の認定を受けた各地方公共団体の長におかれては所轄の学校及

び学校法人等に対して、各国立大学法人学長におかれては附属学校に対して、改正の趣旨及

び内容等について周知を図るとともに、必要な指導、助言又は援助をお願いします。 

 

記 

 

第 1 改正の趣旨 

 

 今回の学校教育法施行令の改正は、平成 24年 7月に公表された中央教育審議会初等中等

教育分科会報告「共生社会の形成に向けたインクルーシブ教育システム構築のための特別

支援教育の推進」（以下「報告」という。）において、「就学基準に該当する障害のある子ど

もは特別支援学校に原則就学するという従来の就学先決定の仕組みを改め、障害の状態、本

人の教育的ニーズ、本人・保護者の意見、教育学、医学、心理学等専門的見地からの意見、

学校や地域の状況等を踏まえた総合的な観点から就学先を決定する仕組みとすることが適

当である。」との提言がなされたこと等を踏まえ、所要の改正を行うものであること。 

なお、報告においては、「その際、市町村教育委員会が、本人・保護者に対し十分情報提供
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をしつつ、本人・保護者の意見を最大限尊重し、本人・保護者と市町村教育委員会、学校等

が教育的ニーズと必要な支援について合意形成を行うことを原則とし、最終的には市町村

教育委員会が決定することが適当である。」との指摘がなされており、この点は、改正令に

おける基本的な前提として位置付けられるものであること。 

 

第 2 改正の内容 

 

 視覚障害者等（視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者、肢体不自由者又は病弱者（身体虚

弱者を含む。）で、その障害が、学校教育法施行令第 22 条の 3 の表に規定する程度のもの

をいう。以下同じ。）の就学に関する手続について、以下の規定の整備を行うこと。 

 

1 就学先を決定する仕組みの改正（第 5条及び第 11条関係） 

 

  市町村の教育委員会は、就学予定者のうち、認定特別支援学校就学者（視覚障害者等の

うち、当該市町村の教育委員会が、その者の障害の状態、その者の教育上必要な支援の内容、

地域における教育の体制の整備の状況その他の事情を勘案して、その住所の存する都道府

県の設置する特別支援学校に就学させることが適当であると認める者をいう。以下同じ。）

以外の者について、その保護者に対し、翌学年の初めから 2月前までに、小学校又は中学校

の入学期日を通知しなければならないとすること。 

 

  また、市町村の教育委員会は、就学予定者のうち認定特別支援学校就学者について、都

道府県の教育委員会に対し、翌学年の初めから 3 月前までに、その氏名及び特別支援学校

に就学させるべき旨を通知しなければならないとすること。 

 

2 障害の状態等の変化を踏まえた転学（第 6条の 3及び第 12条の 2関係） 

 

  特別支援学校・小中学校間の転学について、その者の障害の状態の変化のみならず、そ

の者の教育上必要な支援の内容、地域における教育の体制の整備の状況その他の事情の変

化によっても転学の検討を開始できるよう、規定の整備を行うこと。 

 

3 視覚障害者等による区域外就学等（第 9条、第 10条、第 17条及び第 18条関係） 

 

  視覚障害者等である児童生徒等をその住所の存する市町村の設置する小中学校以外の

小学校、中学校又は中等教育学校に就学させようとする場合等の規定を整備すること。 

 

 また、視覚障害者等である児童生徒等をその住所の存する都道府県の設置する特別支援

学校以外の特別支援学校に就学させようとする場合等の規定を整備すること。 

 

4 保護者及び専門家からの意見聴取の機会の拡大（第 18条の 2関係） 

 

   市町村の教育委員会は、児童生徒等のうち視覚障害者等について、小学校、中学校又は

特別支援学校への就学又は転学に係る通知をしようとするときは、その保護者及び教育学、

医学、心理学その他の障害のある児童生徒等の就学に関する専門的知識を有する者の意見

を聴くものとすること。 
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5 施行期日（附則関係） 

 

  改正令は、平成 25年 9月 1日から施行すること。 

 

第 3 留意事項 

 

１ 平成 23 年 7 月に改正された障害者基本法第 16 条においては、障害者の教育に関する

以下の規定が置かれているところであり、障害のある児童生徒等の就学に関する手続につ

いては、これらの規定を踏まえて対応する必要があること。特に、改正後の学校教育法施行

令第 18条の 2に基づく意見の聴取は、市町村の教育委員会において、当該視覚障害者等が

認定特別支援学校就学者に当たるかどうかを判断する前に十分な時間的余裕をもって行う

ものとし、保護者の意見については、可能な限りその意向を尊重しなければならないこと。 

 

【参考：障害者基本法（抄）】 

 

（教育）  

 

第 16条 国及び地方公共団体は、障害者が、その年齢及び能力に応じ、かつ、その特性を

踏まえた十分な教育が受けられるようにするため、可能な限り障害者である児童及び生徒

が障害者でない児童及び生徒と共に教育を受けられるよう配慮しつつ、教育の内容及び方

法の改善及び充実を図る等必要な施策を講じなければならない。  

 

2 国及び地方公共団体は、前項の目的を達成するため、障害者である児童及び生徒並びに

その保護者に対し十分な情報の提供を行うとともに、可能な限りその意向を尊重しなけれ

ばならない。  

 

3 国及び地方公共団体は、障害者である児童及び生徒と障害者でない児童及び生徒との交

流及び共同学習を積極的に進めることによって、その相互理解を促進しなければならない。  

 

4 国及び地方公共団体は、障害者の教育に関し、調査及び研究並びに人材の確保及び資質

の向上、適切な教材等の提供、学校施設の整備その他の環境の整備を促進しなければならな

い。 

 

2 以上のほか、障害のある児童生徒等の就学に関する手続に関しては、報告において、「現

在、多くの市町村教育委員会に設置されている「就学指導委員会」については、早期からの

教育相談・支援や就学先決定時のみならず、その後の一貫した支援についても助言を行うと

いう観点から、「教育支援委員会」（仮称）といった名称とすることが適当である。」との提

言がなされており、この点についても留意する必要があること 
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障害のある児童生徒等に対する早期からの一貫した支援について（通知） 

25文科初第 756号 

平成 25年 10月 4日 

 

各都道府県・指定都市教育委員会教育長 

各都道府県知事 

附属学校を置く各国立大学法人学長 

構造改革特別区域法第 12条 

第 1項の認定を受けた各地方公共団体の長 

独立行政法人国立特別支援教育総合研究所理事長 

 

文部科学省初等中等教育局長 

前川  喜平 

                                     

                                   

障害のある児童生徒等に対する早期からの一貫した支援について（通知） 

 

  

 中央教育審議会初等中等教育分科会報告「共生社会の形成に向けたインクルーシブ教育

システム構築のための特別支援教育の推進（平成 24年 7月）」における提言等を踏まえた，

学校教育法施行令の一部改正の趣旨及び内容等については，「学校教育法施行令の一部改正

について（通知）」（平成 25年 9月 1日付け 25文科初第 655号）をもってお知らせしまし

た。この改正に伴う，障害のある児童生徒等に対する早期からの一貫した支援について留意

すべき事項は下記のとおりですので，十分に御了知の上，適切に対処下さるようお願いしま

す。 

 なお，「障害のある児童生徒の就学について（通知）」（平成 14年 5 月 27日付け 14文科

初第 291号）は廃止します。 

 また，各都道府県教育委員会におかれては所管の学校及び域内の市町村教育委員会に対

して，各指定都市教育委員会におかれては所管の学校に対して，各都道府県知事及び構造改

革特別区域法第 12条第 1項の認定を受けた各地方公共団体の長におかれては所轄の学校及

び学校法人等に対して，各国立大学法人学長におかれては附属学校に対して，下記について

周知を図るとともに，必要な指導，助言又は援助をお願いします。 

 

記 

 

第 1 障害のある児童生徒等の就学先の決定 

 1 障害のある児童生徒等の就学先の決定に当たっての基本的な考え方 

（1）基本的な考え方 

 障害のある児童生徒等の就学先の決定に当たっては，障害のある児童生徒等が，その年齢

及び能力に応じ，かつ，その特性を踏まえた十分な教育が受けられるようにするため，可能

な限り障害のある児童生徒等が障害のない児童生徒等と共に教育を受けられるよう配慮し

つつ，必要な施策を講じること。 

 

 

（2）就学に関する手続等についての情報の提供 

 市町村の教育委員会は，乳幼児期を含めた早期からの教育相談の実施や学校見学，認定こ
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ども園・幼稚園・保育所等の関係機関との連携等を通じて，障害のある児童生徒等及びその

保護者に対し，就学に関する手続等についての十分な情報の提供を行うこと。 

（3）障害のある児童生徒等及びその保護者の意向の尊重 

 市町村の教育委員会は，改正後の学校教育法施行令第 18条の 2に基づく意見の聴取につ

いて，最終的な就学先の決定を行う前に十分な時間的余裕をもって行うものとし，保護者の

意見については，可能な限りその意向を尊重しなければならないこと。 

 

 2 特別支援学校への就学 

（1）就学先の決定 

 視覚障害者，聴覚障害者，知的障害者，肢体不自由者又は病弱者（身体虚弱者を含む。）

で，その障害が，学校教育法施行令第 22条の 3に規定する程度のもののうち，市町村の教

育委員会が，その者の障害の状態，その者の教育上必要な支援の内容，地域における教育の

体制の整備の状況その他の事情を勘案して，特別支援学校に就学させることが適当である

と認める者を対象として，適切な教育を行うこと。 

（2）障害の判断に当たっての留意事項 

ア 視覚障害者 

 専門医による精密な診断に基づき総合的に判断を行うこと。なお，年少者，知的障害者等

に対する視力及び視力以外の視機能の検査は困難な場合が多いことから，一人一人の状態

に応じて，検査の手順や方法をわかりやすく説明するほか，検査時の反応をよく確認するこ

と等により，その正確を期するように特に留意すること。 

イ 聴覚障害者 

 専門医による精密な診断結果に基づき，失聴の時期を含む生育歴及び言語の発達の状態

を考慮して総合的に判断を行うこと。 

ウ 知的障害者 

 知的機能及び適応機能の発達の状態の両面から判断すること。標準化された知能検査等

の知的機能の発達の遅滞を判断するために必要な検査，コミュニケーション，日常生活，社

会生活等に関する適応機能の状態についての調査，本人の発達に影響がある環境の分析等

を行った上で総合的に判断を行うこと。 

エ 肢体不自由者 

 専門医の精密な診断結果に基づき，上肢，下肢等の個々の部位ごとにとらえるのでなく，

身体全体を総合的に見て障害の状態を判断すること。その際，障害の状態の改善，機能の回

復に要する時間等を併せ考慮して判断を行うこと。 

オ 病弱者（身体虚弱者を含む。） 

 医師の精密な診断結果に基づき，疾患の種類，程度及び医療又は生活規制に要する期間等

を考慮して判断を行うこと。 

 

 3 小学校，中学校又は中等教育学校の前期課程への就学 

（1）特別支援学級 

 学校教育法第 81条第 2項の規定に基づき特別支援学級を置く場合には，以下の各号に掲

げる障害の種類及び程度の児童生徒のうち，その者の障害の状態，その者の教育上必要な支

援の内容，地域における教育の体制の整備の状況その他の事情を勘案して，特別支援学級に

おいて教育を受けることが適当であると認める者を対象として，適切な教育を行うこと。 

障害の判断に当たっては，障害のある児童生徒の教育の経験のある教員等による観察・検査，

専門医による診断等に基づき教育学，医学，心理学等の観点から総合的かつ慎重に行うこと。 

 

1 障害の種類及び程度 

 ア 知的障害者 
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 知的発達の遅滞があり，他人との意思疎通に軽度の困難があり日常生活を営むのに一部

援助が必要で，社会生活への適応が困難である程度のもの 

 イ 肢体不自由者 

 補装具によっても歩行や筆記等日常生活における基本的な動作に軽度の困難がある程度

のもの 

 ウ 病弱者及び身体虚弱者 

  一 慢性の呼吸器疾患その他疾患の状態が持続的又は間欠的に医療又は生活の管理を

必要とする程度のもの 

  二 身体虚弱の状態が持続的に生活の管理を必要とする程度のもの 

 エ 弱視者 

 拡大鏡等の使用によっても通常の文字，図形等の視覚による認識が困難な程度のもの 

 オ 難聴者 

 補聴器等の使用によっても通常の話声を解することが困難な程度のもの 

 カ 言語障害者 

 口蓋裂，構音器官のまひ等器質的又は機能的な構音障害のある者，吃音等話し言葉におけ

るリズムの障害のある者，話す，聞く等言語機能の基礎的事項に発達の遅れがある者，その

他これに準じる者（これらの障害が主として他の障害に起因するものではない者に限る。）

で，その程度が著しいもの 

 キ 自閉症・情緒障害者 

  一 自閉症又はそれに類するもので，他人との意思疎通及び対人関係の形成が困難で

ある程度のもの 

  二 主として心理的な要因による選択性かん黙等があるもので，社会生活への適応が

困難である程度のもの 

2 留意事項 

 特別支援学級において教育を受けることが適当な児童生徒の障害の判断に当たっての留

意事項は，ア～オについては 2（2）と同様であり，また，カ及びキについては，その障害

の状態によっては，医学的な診断の必要性も十分に検討した上で判断すること。 

（2）通級による指導 

 学校教育法施行規則第 140 条及び第 141 条の規定に基づき通級による指導を行う場合に

は，以下の各号に掲げる障害の種類及び程度の児童生徒のうち，その者の障害の状態，その

者の教育上必要な支援の内容，地域における教育の体制の整備の状況その他の事情を勘案

して，通級による指導を受けることが適当であると認める者を対象として，適切な教育を行

うこと。 

 障害の判断に当たっては，障害のある児童生徒に対する教育の経験のある教員等による

観察・検査，専門医による診断等に基づき教育学，医学，心理学等の観点から総合的かつ慎

重に行うこと。その際，通級による指導の特質に鑑み，個々の児童生徒について，通常の学

級での適応性，通級による指導に要する適正な時間等を十分考慮すること。 

 

 1 障害の種類及び程度 

 ア 言語障害者 

 口蓋裂，構音器官のまひ等器質的又は機能的な構音障害のある者，吃音等話し言葉におけ

るリズムの障害のある者，話す，聞く等言語機能の基礎的事項に発達の遅れがある者，その

他これに準じる者（これらの障害が主として他の障害に起因するものではない者に限る。）

で，通常の学級での学習におおむね参加でき，一部特別な指導を必要とする程度のもの 

 

 イ 自閉症者  

 自閉症又はそれに類するもので，通常の学級での学習におおむね参加でき，一部特別な指
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導を必要とする程度のもの 

 ウ 情緒障害者 

 主として心理的な要因による選択性かん黙等があるもので，通常の学級での学習におお

むね参加でき，一部特別な指導を必要とする程度のもの 

 エ 弱視者 

 拡大鏡等の使用によっても通常の文字，図形等の視覚による認識が困難な程度の者で，通

常の学級での学習におおむね参加でき，一部特別な指導を必要とするもの 

 オ 難聴者 

 補聴器等の使用によっても通常の話声を解することが困難な程度の者で，通常の学級で

の学習におおむね参加でき，一部特別な指導を必要とするもの 

 カ 学習障害者 

 全般的な知的発達に遅れはないが，聞く，話す，読む，書く，計算する又は推論する能力

のうち特定のものの習得と使用に著しい困難を示すもので，一部特別な指導を必要とする

程度のもの 

 キ 注意欠陥多動性障害者 

 年齢又は発達に不釣り合いな注意力，又は衝動性・多動性が認められ，社会的な活動や学

業の機能に支障をきたすもので，一部特別な指導を必要とする程度のもの         

 ク 肢体不自由者，病弱者及び身体虚弱者 

 肢体不自由，病弱又は身体虚弱の程度が，通常の学級での学習におおむね参加でき，一部

特別な指導を必要とする程度のもの 

 2 留意事項 

 通級による指導を受けることが適当な児童生徒の指導に当たっての留意事項は，以下の

通りであること。 

 ア 学校教育法施行規則第 140 条の規定に基づき，通級による指導における特別の教育

課程の編成，授業時数については平成 5 年文部省告示第７号により別に定められているこ

と。同条の規定により特別の教育課程を編成して指導を行う場合には，特別支援学校小学

部・中学部学習指導要領を参考として実施すること。 

 イ 通級による指導を受ける児童生徒の成長の状況を総合的にとらえるため，指導要録

において，通級による指導を受ける学校名，通級による指導の授業時数，指導期間，指導内

容や結果等を記入すること。他の学校の児童生徒に対し通級による指導を行う学校におい

ては，適切な指導を行う上で必要な範囲で通級による指導の記録を作成すること。 

 ウ 通級による指導の実施に当たっては，通級による指導の担当教員が，児童生徒の在籍

学級（他の学校で通級による指導を受ける場合にあっては，在学している学校の在籍学級）

の担任教員との間で定期的な情報交換を行ったり，助言を行ったりする等，両者の連携協力

が図られるよう十分に配慮すること。 

 エ 通級による指導を担当する教員は，基本的には，この通知に示されたうちの一の障害

の種類に該当する児童生徒を指導することとなるが，当該教員が有する専門性や指導方法

の類似性等に応じて，当該障害の種類とは異なる障害の種類に該当する児童生徒を指導す

ることができること。 

 オ 通級による指導を行うに際しては，必要に応じ，校長，教頭，特別支援教育コーディ

ネーター，担任教員，その他必要と思われる者で構成する校内委員会において，その必要性

を検討するとともに，各都道府県教育委員会等に設けられた専門家チームや巡回相談等を

活用すること。 

 カ 通級による指導の対象とするか否かの判断に当たっては，医学的な診断の有無のみ

にとらわれることのないよう留意し，総合的な見地から判断すること。 

 キ 学習障害又は注意欠陥多動性障害の児童生徒については，通級による指導の対象と

するまでもなく，通常の学級における教員の適切な配慮やティーム・ティーチングの活用，
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学習内容の習熟の程度に応じた指導の工夫等により，対応することが適切である者も多く

みられることに十分留意すること。  

 

 4 その他 

（1）重複障害のある児童生徒等について 

 重複障害のある児童生徒等についても，その者の障害の状態，その者の教育上必要な支援

の内容，地域における教育の体制の整備の状況その他の事情を勘案して，就学先の決定等を

行うこと。 

（2）就学義務の猶予又は免除について 

 治療又は生命・健康の維持のため療養に専念することを必要とし，教育を受けることが困

難又は不可能な者については，保護者の願い出により，就学義務の猶予又は免除の措置を慎

重に行うこと。 

 

第 2 早期からの一貫した支援について 

 1 教育相談体制の整備 

 市町村の教育委員会は，医療，保健，福祉，労働等の関係機関と連携を図りつつ，乳幼児

期から学校卒業後までの一貫した教育相談体制の整備を進めることが重要であること。ま

た，都道府県の教育委員会は，専門家による巡回指導を行ったり，関係者に対する研修を実

施する等，市町村の教育委員会における教育相談体制の整備を支援することが適当である

こと。 

 

 2 個別の教育支援計画等の作成 

 早期からの一貫した支援のためには，障害のある児童生徒等の成長記録や指導内容等に

関する情報について，本人・保護者の了解を得た上で，その扱いに留意しつつ，必要に応じ

て関係機関が共有し活用していくことが求められること。 

 このような観点から，市町村の教育委員会においては，認定こども園・幼稚園・保育所に

おいて作成された個別の教育支援計画等や，障害児相談支援事業所で作成されている障害

児支援利用計画や障害児通所支援事業所等で作成されている個別支援計画等を有効に活用

しつつ，適宜資料の追加等を行った上で，障害のある児童生徒等に関する情報を一元化し，

当該市町村における「個別の教育支援計画」「相談支援ファイル」等として小中学校等へ引

き継ぐなどの取組を進めていくことが適当であること。 

 

 3 就学先等の見直し 

 就学時に決定した「学びの場」は，固定したものではなく，それぞれの児童生徒の発達の

程度，適応の状況等を勘案しながら，柔軟に転学ができることを，すべての関係者の共通理

解とすることが適当であること。このためには，２の個別の教育支援計画等に基づく関係者

による会議等を定期的に実施し，必要に応じて個別の教育支援計画等を見直し，就学先等を

変更できるようにしていくことが適当であること。 

 

 4 教育支援委員会（仮称） 

 現在，多くの市町村の教育委員会に設置されている「就学指導委員会」については，早期

からの教育相談・支援や就学先決定時のみならず，その後の一貫した支援についても助言を

行うという観点から機能の拡充を図るとともに，「教育支援委員会」（仮称）といった名称と

することが適当であること。                             
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障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律 

 

平成二十五年法律第六十五号 

目次 

第一章 総則（第一条―第五条） 

第二章 障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針（第六条） 

第三章 行政機関等及び事業者における障害を理由とする差別を解消するため

の措置（第七条―第十三条） 

第四章 障害を理由とする差別を解消するための支援措置（第十四条―第二十

条） 

第五章 雑則（第二十一条―第二十四条） 

第六章 罰則（第二十五条・第二十六条） 

附則 

 

第一章 総則 

（目的） 

第一条 この法律は、障害者基本法（昭和四十五年法律第八十四号）の基本的

な理念にのっとり、全ての障害者が、障害者でない者と等しく、基本的人権を

享有する個人としてその尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい生活を保障

される権利を有することを踏まえ、障害を理由とする差別の解消の推進に関す

る基本的な事項、行政機関等及び事業者における障害を理由とする差別を解消

するための措置等を定めることにより、障害を理由とする差別の解消を推進

し、もって全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互

に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に資することを目的とす

る。 

（定義） 

第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各

号に定めるところによる。 

一 障害者 身体障害、知的障害、精神障害（発達障害を含む。）その他の心

身の機能の障害（以下「障害」と総称する。）がある者であって、障害及び社

会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあ

るものをいう。 

二 社会的障壁 障害がある者にとって日常生活又は社会生活を営む上で障壁

となるような社会における事物、制度、慣行、観念その他一切のものをいう。 

資料Ⅱ－５(2) 
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三 行政機関等 国の行政機関、独立行政法人等、地方公共団体（地方公営企

業法（昭和二十七年法律第二百九十二号）第三章の規定の適用を受ける地方公

共団体の経営する企業を除く。第七号、第十条及び附則第四条第一項において

同じ。）及び地方独立行政法人をいう。 

四 国の行政機関 次に掲げる機関をいう。 

イ 法律の規定に基づき内閣に置かれる機関（内閣府を除く。）及び内閣の所

轄の下に置かれる機関 

ロ 内閣府、宮内庁並びに内閣府設置法（平成十一年法律第八十九号）第四十

九条第一項及び第二項に規定する機関（これらの機関のうちニの政令で定める

機関が置かれる機関にあっては、当該政令で定める機関を除く。） 

ハ 国家行政組織法（昭和二十三年法律第百二十号）第三条第二項に規定する

機関（ホの政令で定める機関が置かれる機関にあっては、当該政令で定める機

関を除く。） 

ニ 内閣府設置法第三十九条及び第五十五条並びに宮内庁法（昭和二十二年法

律第七十号）第十六条第二項の機関並びに内閣府設置法第四十条及び第五十六

条（宮内庁法第十八条第一項において準用する場合を含む。）の特別の機関

で、政令で定めるもの 

ホ 国家行政組織法第八条の二の施設等機関及び同法第八条の三の特別の機関

で、政令で定めるもの 

ヘ 会計検査院 

五 独立行政法人等 次に掲げる法人をいう。 

イ 独立行政法人（独立行政法人通則法（平成十一年法律第百三号）第二条第

一項に規定する独立行政法人をいう。ロにおいて同じ。） 

ロ 法律により直接に設立された法人、特別の法律により特別の設立行為をも

って設立された法人（独立行政法人を除く。）又は特別の法律により設立さ

れ、かつ、その設立に関し行政庁の認可を要する法人のうち、政令で定めるも

の 

六 地方独立行政法人 地方独立行政法人法（平成十五年法律第百十八号）第

二条第一項に規定する地方独立行政法人（同法第二十一条第三号に掲げる業務

を行うものを除く。）をいう。 

七 事業者 商業その他の事業を行う者（国、独立行政法人等、地方公共団体

及び地方独立行政法人を除く。）をいう。 

（国及び地方公共団体の責務） 

第三条 国及び地方公共団体は、この法律の趣旨にのっとり、障害を理由とす

る差別の解消の推進に関して必要な施策を策定し、及びこれを実施しなければ

ならない。 
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（国民の責務） 

第四条 国民は、第一条に規定する社会を実現する上で障害を理由とする差別

の解消が重要であることに鑑み、障害を理由とする差別の解消の推進に寄与す

るよう努めなければならない。 

（社会的障壁の除去の実施についての必要かつ合理的な配慮に関する環境の整

備） 

第五条 行政機関等及び事業者は、社会的障壁の除去の実施についての必要か

つ合理的な配慮を的確に行うため、自ら設置する施設の構造の改善及び設備の

整備、関係職員に対する研修その他の必要な環境の整備に努めなければならな

い。 

 

第二章 障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針 

第六条 政府は、障害を理由とする差別の解消の推進に関する施策を総合的か

つ一体的に実施するため、障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方

針（以下「基本方針」という。）を定めなければならない。 

２ 基本方針は、次に掲げる事項について定めるものとする。 

一 障害を理由とする差別の解消の推進に関する施策に関する基本的な方向  

二 行政機関等が講ずべき障害を理由とする差別を解消するための措置に関す

る基本的な事項 

三 事業者が講ずべき障害を理由とする差別を解消するための措置に関する基

本的な事項 

四 その他障害を理由とする差別の解消の推進に関する施策に関する重要事項  

３ 内閣総理大臣は、基本方針の案を作成し、閣議の決定を求めなければなら

ない。 

４ 内閣総理大臣は、基本方針の案を作成しようとするときは、あらかじめ、

障害者その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるととも

に、障害者政策委員会の意見を聴かなければならない。  

５ 内閣総理大臣は、第三項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞な

く、基本方針を公表しなければならない。 

６ 前三項の規定は、基本方針の変更について準用する。 

 

第三章 行政機関等及び事業者における障害を理由とする差別を解消するため

の措置 

（行政機関等における障害を理由とする差別の禁止） 
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第七条 行政機関等は、その事務又は事業を行うに当たり、障害を理由として

障害者でない者と不当な差別的取扱いをすることにより、障害者の権利利益を

侵害してはならない。 

２ 行政機関等は、その事務又は事業を行うに当たり、障害者から現に社会的

障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合において、その実施

に伴う負担が過重でないときは、障害者の権利利益を侵害することとならない

よう、当該障害者の性別、年齢及び障害の状態に応じて、社会的障壁の除去の

実施について必要かつ合理的な配慮をしなければならない。 

（事業者における障害を理由とする差別の禁止） 

第八条 事業者は、その事業を行うに当たり、障害を理由として障害者でない

者と不当な差別的取扱いをすることにより、障害者の権利利益を侵害してはな

らない。 

２ 事業者は、その事業を行うに当たり、障害者から現に社会的障壁の除去を

必要としている旨の意思の表明があった場合において、その実施に伴う負担が

過重でないときは、障害者の権利利益を侵害することとならないよう、当該障

害者の性別、年齢及び障害の状態に応じて、社会的障壁の除去の実施について

必要かつ合理的な配慮をするように努めなければならない。 

（国等職員対応要領） 

第九条 国の行政機関の長及び独立行政法人等は、基本方針に即して、第七条

に規定する事項に関し、当該国の行政機関及び独立行政法人等の職員が適切に

対応するために必要な要領（以下この条及び附則第三条において「国等職員対

応要領」という。）を定めるものとする。 

２ 国の行政機関の長及び独立行政法人等は、国等職員対応要領を定めようと

するときは、あらかじめ、障害者その他の関係者の意見を反映させるために必

要な措置を講じなければならない。 

３ 国の行政機関の長及び独立行政法人等は、国等職員対応要領を定めたとき

は、遅滞なく、これを公表しなければならない。 

４ 前二項の規定は、国等職員対応要領の変更について準用する。 

（地方公共団体等職員対応要領） 

第十条 地方公共団体の機関及び地方独立行政法人は、基本方針に即して、第

七条に規定する事項に関し、当該地方公共団体の機関及び地方独立行政法人の

職員が適切に対応するために必要な要領（以下この条及び附則第四条において

「地方公共団体等職員対応要領」という。）を定めるよう努めるものとする。 

２ 地方公共団体の機関及び地方独立行政法人は、地方公共団体等職員対応要

領を定めようとするときは、あらかじめ、障害者その他の関係者の意見を反映

させるために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 
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３ 地方公共団体の機関及び地方独立行政法人は、地方公共団体等職員対応要

領を定めたときは、遅滞なく、これを公表するよう努めなければならない。 

４ 国は、地方公共団体の機関及び地方独立行政法人による地方公共団体等職

員対応要領の作成に協力しなければならない。 

５ 前三項の規定は、地方公共団体等職員対応要領の変更について準用する。 

（事業者のための対応指針） 

第十一条 主務大臣は、基本方針に即して、第八条に規定する事項に関し、事

業者が適切に対応するために必要な指針（以下「対応指針」という。）を定め

るものとする。 

２ 第九条第二項から第四項までの規定は、対応指針について準用する。 

（報告の徴収並びに助言、指導及び勧告） 

第十二条 主務大臣は、第八条の規定の施行に関し、特に必要があると認める

ときは、対応指針に定める事項について、当該事業者に対し、報告を求め、又

は助言、指導若しくは勧告をすることができる。 

（事業主による措置に関する特例） 

第十三条 行政機関等及び事業者が事業主としての立場で労働者に対して行う

障害を理由とする差別を解消するための措置については、障害者の雇用の促進

等に関する法律（昭和三十五年法律第百二十三号）の定めるところによる。 

第四章 障害を理由とする差別を解消するための支援措置 

（相談及び紛争の防止等のための体制の整備） 

第十四条 国及び地方公共団体は、障害者及びその家族その他の関係者からの

障害を理由とする差別に関する相談に的確に応ずるとともに、障害を理由とす

る差別に関する紛争の防止又は解決を図ることができるよう必要な体制の整備

を図るものとする。 

（啓発活動） 

第十五条 国及び地方公共団体は、障害を理由とする差別の解消について国民

の関心と理解を深めるとともに、特に、障害を理由とする差別の解消を妨げて

いる諸要因の解消を図るため、必要な啓発活動を行うものとする。 

（情報の収集、整理及び提供） 

第十六条 国は、障害を理由とする差別を解消するための取組に資するよう、

国内外における障害を理由とする差別及びその解消のための取組に関する情報

の収集、整理及び提供を行うものとする。 

（障害者差別解消支援地域協議会） 

第十七条 国及び地方公共団体の機関であって、医療、介護、教育その他の障

害者の自立と社会参加に関連する分野の事務に従事するもの（以下この項及び

次条第二項において「関係機関」という。）は、当該地方公共団体の区域にお
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いて関係機関が行う障害を理由とする差別に関する相談及び当該相談に係る事

例を踏まえた障害を理由とする差別を解消するための取組を効果的かつ円滑に

行うため、関係機関により構成される障害者差別解消支援地域協議会（以下

「協議会」という。）を組織することができる。 

２ 前項の規定により協議会を組織する国及び地方公共団体の機関は、必要が

あると認めるときは、協議会に次に掲げる者を構成員として加えることができ

る。 

一 特定非営利活動促進法（平成十年法律第七号）第二条第二項に規定する特

定非営利活動法人その他の団体 

二 学識経験者 

三 その他当該国及び地方公共団体の機関が必要と認める者 

（協議会の事務等） 

第十八条 協議会は、前条第一項の目的を達するため、必要な情報を交換する

とともに、障害者からの相談及び当該相談に係る事例を踏まえた障害を理由と

する差別を解消するための取組に関する協議を行うものとする。 

２ 関係機関及び前条第二項の構成員（次項において「構成機関等」とい

う。）は、前項の協議の結果に基づき、当該相談に係る事例を踏まえた障害を

理由とする差別を解消するための取組を行うものとする。 

３ 協議会は、第一項に規定する情報の交換及び協議を行うため必要があると

認めるとき、又は構成機関等が行う相談及び当該相談に係る事例を踏まえた障

害を理由とする差別を解消するための取組に関し他の構成機関等から要請があ

った場合において必要があると認めるときは、構成機関等に対し、相談を行っ

た障害者及び差別に係る事案に関する情報の提供、意見の表明その他の必要な

協力を求めることができる。 

４ 協議会の庶務は、協議会を構成する地方公共団体において処理する。 

５ 協議会が組織されたときは、当該地方公共団体は、内閣府令で定めるとこ

ろにより、その旨を公表しなければならない。 

（秘密保持義務） 

第十九条 協議会の事務に従事する者又は協議会の事務に従事していた者は、

正当な理由なく、協議会の事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 

（協議会の定める事項） 

第二十条 前三条に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事

項は、協議会が定める。 

 

第五章 雑則 

（主務大臣） 
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第二十一条 この法律における主務大臣は、対応指針の対象となる事業者の事

業を所管する大臣又は国家公安委員会とする。 

（地方公共団体が処理する事務） 

第二十二条 第十二条に規定する主務大臣の権限に属する事務は、政令で定め

るところにより、地方公共団体の長その他の執行機関が行うこととすることが

できる。 

（権限の委任） 

第二十三条 この法律の規定により主務大臣の権限に属する事項は、政令で定

めるところにより、その所属の職員に委任することができる。 

（政令への委任） 

第二十四条 この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な事項

は、政令で定める。  

第六章 罰則 

第二十五条 第十九条の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は五十万円以

下の罰金に処する。 

第二十六条 第十二条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、

二十万円以下の過料に処する。 

 

附則 

（施行期日） 

第一条 この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、次条から

附則第六条までの規定は、公布の日から施行する。 

（基本方針に関する経過措置） 

第二条 政府は、この法律の施行前においても、第六条の規定の例により、基

本方針を定めることができる。この場合において、内閣総理大臣は、この法律

の施行前においても、同条の規定の例により、これを公表することができる。 

２ 前項の規定により定められた基本方針は、この法律の施行の日において第

六条の規定により定められたものとみなす。 

（国等職員対応要領に関する経過措置） 

第三条 国の行政機関の長及び独立行政法人等は、この法律の施行前において

も、第九条の規定の例により、国等職員対応要領を定め、これを公表すること

ができる。 

２ 前項の規定により定められた国等職員対応要領は、この法律の施行の日に

おいて第九条の規定により定められたものとみなす。 

（地方公共団体等職員対応要領に関する経過措置） 
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第四条 地方公共団体の機関及び地方独立行政法人は、この法律の施行前にお

いても、第十条の規定の例により、地方公共団体等職員対応要領を定め、これ

を公表することができる。 

２ 前項の規定により定められた地方公共団体等職員対応要領は、この法律の

施行の日において第十条の規定により定められたものとみなす。 

（対応指針に関する経過措置） 

第五条 主務大臣は、この法律の施行前においても、第十一条の規定の例によ

り、対応指針を定め、これを公表することができる。 

２ 前項の規定により定められた対応指針は、この法律の施行の日において第

十一条の規定により定められたものとみなす。 

（政令への委任） 

第六条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措

置は、政令で定める。 

（検討） 

第七条 政府は、この法律の施行後三年を経過した場合において、第八条第二

項に規定する社会的障壁の除去の実施についての必要かつ合理的な配慮の在り

方その他この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるとき

は、その結果に応じて所要の見直しを行うものとする。 

（障害者基本法の一部改正） 

第八条 障害者基本法の一部を次のように改正する。 

第三十二条第二項に次の一号を加える。 

四 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律（平成二十五年法律第六

十五号）の規定によりその権限に属させられた事項を処理すること。 

（内閣府設置法の一部改正） 

第九条 内閣府設置法の一部を次のように改正する。 

第四条第三項第四十四号の次に次の一号を加える。 

四十四の二 障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針（障害を理

由とする差別の解消の推進に関する法律（平成二十五年法律第六十五号）第六

条第一項に規定するものをいう。）の作成及び推進に関すること。 

 

92



障害者の権利に関する条約（抄） 

平成 18年 12月 条約採択（国連総会） 

平成 20年  5月 条約発効 

平成 26年  2月 日本で発効 

第一条 目的 

 この条約は、すべての障害者によるあらゆる人権及び基本的自由の完全かつ平等な享有

を促進し、保護し、及び確保すること並びに障害者の固有の尊厳の尊重を促進することを目

的とする。 

 障害者には、長期的な身体的、精神的、知的又は感覚的な障害を有する者であって、様々

な障壁との相互作用により他の者と平等に社会に完全かつ効果的に参加することを妨げら

れることのあるものを含む。 

 

  

第二条 定義 

 この条約の適用上、 

 「意思疎通」とは、言語、文字表記、点字、触覚を使った意思疎通、拡大文字、利用可能

なマルチメディア並びに筆記、聴覚、平易な言葉及び朗読者による意思疎通の形態、手段及

び様式並びに補助的及び代替的な意思疎通の形態、手段及び様式（利用可能な情報通信技術

を含む。）をいう。 

 「言語」とは、音声言語及び手話その他の形態の非音声言語をいう。 

 「障害を理由とする差別」とは、障害を理由とするあらゆる区別、排除又は制限であって、

政治的、経済的、社会的、文化的、市民的その他のあらゆる分野において、他の者と平等に

すべての人権及び基本的自由を認識し、享有し、又は行使することを害し、又は妨げる目的

又は効果を有するものをいう。障害を理由とする差別には、あらゆる形態の差別（合理的配

慮の否定を含む。）を含む。 

 「合理的配慮」とは、障害者が他の者と平等にすべての人権及び基本的自由を享有し、又

は行使することを確保するための必要かつ適当な変更及び調整であって、特定の場合にお

いて必要とされるものであり、かつ、均衡を失した又は過度の負担を課さないものをいう。 

 「ユニバーサルデザイン」とは、調整又は特別な設計を必要とすることなく、最大限可能

な範囲ですべての人が使用することのできる製品、環境、計画及びサービスの設計をいう。

ユニバーサルデザインは、特定の障害者の集団のための支援装置が必要な場合には、これを

排除するものではない。 

 

  

第三条 一般原則 

 この条約の原則は、次のとおりとする。 

 

（a） 固有の尊厳、個人の自律（自ら選択する自由を含む。）及び個人の自立を尊重するこ

と。 

（b）差別されないこと。 

（c）社会に完全かつ効果的に参加し、及び社会に受け入れられること。 

（d）人間の多様性及び人間性の一部として、障害者の差異を尊重し、及び障害者を受け入

れること。 

（e）機会の均等 

資料Ⅱ－６ 
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（f）施設及びサービスの利用を可能にすること。 

（g）男女の平等 

（h）障害のある児童の発達しつつある能力を尊重し、及び障害のある児童がその同一性を

保持する権利を尊重すること。 

 

  

第四条 一般的義務 

1 締約国は、障害を理由とするいかなる差別もなしに、すべての障害者のあらゆる人権及

び基本的自由を完全に実現することを確保し、及び促進することを約束する。このため、締

約国は、次のことを約束する。 

 

（a）この条約において認められる権利の実現のため、すべての適当な立法措置、行政措置

その他の措置をとること。 

（b）障害者に対する差別となる既存の法律、規則、慣習及び慣行を修正し、又は廃止する

ためのすべての適当な措置（立法を含む。）をとること。 

（c）すべての政策及び計画において障害者の人権の保護及び促進を考慮に入れること。 

（d）この条約と両立しないいかなる行為又は慣行も差し控え、かつ、公の当局及び機関が

この条約に従って行動することを確保すること。 

（e）個人、団体又は民間企業による障害を理由とする差別を撤廃するためのすべての適当

な措置をとること。 

（f）障害者による利用可能性及び使用を促進し、並びに基準及び指針の整備に当たりユニ

バーサルデザインを促進するため、第二条に定めるすべての人が使用することのできる製

品、サービス、設備及び施設であって、障害者に特有のニーズを満たすために可能な限り最

低限の調整及び最小限の費用を要するものについての研究及び開発を約束し、又は促進す

ること。 

（g）障害者に適した新たな技術（情報通信技術、移動補助具、装置及び支援技術を含む。）

であって、妥当な費用であることを優先させたものについての研究及び開発を約束し、又は

促進し、並びにその新たな技術の利用可能性及び使用を促進すること。 

（h）移動補助具、装置及び支援技術（新たな技術を含む。）並びに他の形態の援助、支援サ

ービス及び施設に関する情報であって、障害者にとって利用可能なものを提供すること。 

（i）この条約において認められる権利によって保障される支援及びサービスをより良く提

供するため、障害者と共に行動する専門家及び職員に対する研修を促進すること。 

 

2 締約国は、経済的、社会的及び文化的権利に関しては、これらの権利の完全な実現を漸

進的に達成するため、自国における利用可能な手段を最大限に用いることにより、また、必

要な場合には国際協力の枠内で、措置をとることを約束する。ただし、この条約に定める義

務であって、国際法に従って直ちに適用可能なものに影響を及ぼすものではない。 

 

3 締約国は、この条約を実施するための法令及び政策の作成及び実施に当たり、並びにそ

の他の障害者に関する問題についての意思決定過程において、障害者（障害のある児童を含

む。）を代表する団体を通じ、障害者と緊密に協議し、及び障害者を積極的に関与させる。 

 

4 この条約のいかなる規定も、締約国の法律又は締約国について効力を有する国際法に含

まれる規定であって障害者の権利の実現に一層貢献するものに影響を及ぼすものではない。

この条約のいずれかの締約国において法律、条約、規則又は慣習によって認められ、又は存

94



する人権及び基本的自由については、この条約がそれらの権利若しくは自由を認めていな

いこと又はその認める範囲がより狭いことを理由として、それらの権利及び自由を制限し、

又は侵してはならない。 

 

5 この条約は、いかなる制限又は例外もなしに、連邦国家のすべての地域について適用す

る。 

 

  

第五条 平等及び差別されないこと 

1 締約国は、すべての者が、法律の前に又は法律に基づいて平等であり、並びにいかなる

差別もなしに法律による平等の保護及び利益を受ける権利を有することを認める。 

 

2 締約国は、障害を理由とするあらゆる差別を禁止するものとし、いかなる理由による差

別に対しても平等のかつ効果的な法的保護を障害者に保障する。 

 

3 締約国は、平等を促進し、及び差別を撤廃することを目的として、合理的配慮が提供さ

れることを確保するためのすべての適当な措置をとる。 

 

4 障害者の事実上の平等を促進し、又は達成するために必要な特別の措置は、この条約に

規定する差別と解してはならない。 

 

  

第七条 障害のある児童 

1 締約国は、障害のある児童が他の児童と平等にすべての人権及び基本的自由を完全に享

有することを確保するためのすべての必要な措置をとる。 

 

2 障害のある児童に関するすべての措置をとるに当たっては、児童の最善の利益が主とし

て考慮されるものとする。 

 

3 締約国は、障害のある児童が、自己に影響を及ぼすすべての事項について自由に自己の

意見を表明する権利並びにこの権利を実現するための障害及び年齢に適した支援を提供さ

れる権利を有することを確保する。この場合において、障害のある児童の意見は、他の児童

と平等に、その児童の年齢及び成熟度に従って相応に考慮されるものとする。 

 

  

第八条 意識の向上 

1 締約国は、次のことのための即時の、効果的なかつ適当な措置をとることを約束する。 

 

（a）障害者に関する社会全体（家族を含む。）の意識を向上させ、並びに障害者の権利及び

尊厳に対する尊重を育成すること。 

（b）あらゆる活動分野における障害者に関する定型化された観念、偏見及び有害な慣行（性

及び年齢を理由とするものを含む。）と戦うこと。 

（c）障害者の能力及び貢献に関する意識を向上させること。 

 

2 このため、1 の措置には、次のことを含む。 
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（a）次のことのための効果的な公衆の意識の啓発活動を開始し、及び維持すること。 

（i）障害者の権利に対する理解を育てること。 

（ii）障害者に対する肯定的認識及び一層の社会の啓発を促進すること。 

（iii）障害者の技術、価値及び能力並びに職場及び労働市場に対する障害者の貢献について

の認識を促進すること。 

（b）教育制度のすべての段階（幼年期からのすべての児童に対する教育制度を含む。）にお

いて、障害者の権利を尊重する態度を育成すること。 

（c）すべてのメディア機関が、この条約の目的に適合するように障害者を描写するよう奨

励すること。 

（d）障害者及びその権利に関する啓発のための研修計画を促進すること。 

 

  

第九条 施設及びサービスの利用可能性 

1 締約国は、障害者が自立して生活し、及び生活のあらゆる側面に完全に参加することを

可能にすることを目的として、障害者が、他の者と平等に、都市及び農村の双方において、

自然環境、輸送機関、情報通信（情報通信技術及び情報通信システムを含む。）並びに公衆

に開放され、又は提供される他の施設及びサービスを利用することができることを確保す

るための適当な措置をとる。この措置は、施設及びサービスの利用可能性における障害及び

障壁を特定し、及び撤廃することを含むものとし、特に次の事項について適用する。 

 

（a）建物、道路、輸送機関その他の屋内及び屋外の施設（学校、住居、医療施設及び職場

を含む。） 

（b）情報、通信その他のサービス（電子サービス及び緊急事態に係るサービスを含む。） 

 

2 締約国は、また、次のことのための適当な措置をとる。 

 

（a）公衆に開放され、又は提供される施設及びサービスの利用可能性に関する最低基準及

び指針の実施を発展させ、公表し、及び監視すること。 

（b）公衆に開放され、又は提供される施設及びサービスを提供する民間の団体が、障害者

にとっての施設及びサービスの利用可能性のあらゆる側面を考慮することを確保すること。 

（c）障害者が直面している施設及びサービスの利用可能性に係る問題についての研修を関

係者に提供すること。 

（d）公衆に開放された建物その他の施設において、点字の標識及び読みやすく、かつ、理

解しやすい形式の標識を提供すること。 

（e）公衆に開放された建物その他の施設の利用可能性を容易にするための生活支援及び仲

介する者（案内者、朗読者及び専門の手話通訳を含む。）を提供すること。 

（f）障害者による情報の利用を確保するため、障害者に対する他の適当な形態の援助及び

支援を促進すること。 

（g）障害者による新たな情報通信技術及び情報通信システム（インターネットを含む。）の

利用を促進すること。 

（h）情報通信技術及び情報通信システムを最小限の費用で利用可能とするため、早い段階

で、利用可能な情報通信技術及び情報通信システムの設計、開発、生産及び分配を促進する

こと。 

第二十四条 教育 
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1 締約国は、教育についての障害者の権利を認める。締約国は、この権利を差別なしに、

かつ、機会の均等を基礎として実現するため、次のことを目的とするあらゆる段階における

障害者を包容する教育制度及び生涯学習を確保する。 

 

（a）人間の潜在能力並びに尊厳及び自己の価値についての意識を十分に発達させ、並びに

人権、基本的自由及び人間の多様性の尊重を強化すること。 

（b）障害者が、その人格、才能及び創造力並びに精神的及び身体的な能力をその可能な最

大限度まで発達させること。 

（c）障害者が自由な社会に効果的に参加することを可能とすること。 

 

2 締約国は、1 の権利の実現に当たり、次のことを確保する。 

 

（a）障害者が障害を理由として教育制度一般から排除されないこと及び障害のある児童が

障害を理由として無償のかつ義務的な初等教育から又は中等教育から排除されないこと。 

（b）障害者が、他の者と平等に、自己の生活する地域社会において、包容され、質が高く、

かつ、無償の初等教育の機会及び中等教育の機会を与えられること。 

（c）個人に必要とされる合理的配慮が提供されること。 

（d）障害者が、その効果的な教育を容易にするために必要な支援を教育制度一般の下で受

けること。 

（e）学問的及び社会的な発達を最大にする環境において、完全な包容という目標に合致す

る効果的で個別化された支援措置がとられることを確保すること。 

 

3 締約国は、障害者が地域社会の構成員として教育に完全かつ平等に参加することを容易

にするため、障害者が生活する上での技能及び社会的な発達のための技能を習得すること

を可能とする。このため、締約国は、次のことを含む適当な措置をとる。 

 

（a）点字、代替的な文字、意思疎通の補助的及び代替的な形態、手段及び様式並びに適応

及び移動のための技能の習得並びに障害者相互による支援及び助言を容易にすること。 

（b）手話の習得及び聴覚障害者の社会の言語的な同一性の促進を容易にすること。 

（c）視覚障害若しくは聴覚障害又はこれらの重複障害のある者（特に児童）の教育が、そ

の個人にとって最も適当な言語並びに意思疎通の形態及び手段で、かつ、学問的及び社会的

な発達を最大にする環境において行われることを確保すること。 

 

4 締約国は、1 の権利の実現の確保を助長することを目的として、手話又は点字について

能力を有する教員（障害のある教員を含む。）を雇用し、並びに教育のすべての段階に従事

する専門家及び職員に対する研修を行うための適当な措置をとる。この研修には、障害につ

いての意識の向上を組み入れ、また、適当な意思疎通の補助的及び代替的な形態、手段及び

様式の使用並びに障害者を支援するための教育技法及び教材の使用を組み入れるものとす

る。 

 

5 締約国は、障害者が、差別なしに、かつ、他の者と平等に高等教育一般、職業訓練、成

人教育及び生涯学習の機会を与えられることを確保する。このため、締約国は、合理的配慮

が障害者に提供されることを確保する。 
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幼稚園教育要領、小学校及び中学校学習指導要領（平成 29 年３月 31 日告示） 

特別支援教育関連部分抜粋 

 

〇幼稚園教育要領 

第１章総則 

第５ 特別な配慮を必要とする幼児への指導 

１ 障害のある幼児などへの指導 

障害のある幼児などへの指導に当たっては，集団の中で生活することを通して全体的な発達を促していく

ことに配慮し，特別支援学校などの助言又は援助を活用しつつ，個々の幼児の障害の状態などに応じた指

導内容や指導方法の工夫を組織的かつ計画的に行うものとする。また， 家庭，地域及び医療や福祉，保

健等の業務を行う関係機関との連携を図り，長期的な視点で幼児への教育的支援を行うために，個別の教

育支援計画を作成し活用することに努めるとともに, 個々の幼児の実態を的確に把握し，個別の指導計画

を作成し活用することに努めるものとする。 

 

〇小学校学習指導要領 

第１章総則 

第４ 児童の発達の支援 

２ 特別な配慮を必要とする児童への指導 

⑴ 障害のある児童などへの指導 

ア 障害のある児童などについては，特別支援学校等の助言又は援助を活用しつつ，個々の児童の障

害の状態等に応じた指導内容や指導方法の工夫を組織的かつ計画的に行うものとする。 

イ 特別支援学級において実施する特別の教育課程については，次のとおり編成するものとする。 

(ア) 障害による学習上又は生活上の困難を克服し自立を図るため，特別支援学校小学部・中学部学 

習指導要領第７章に示す自立活動を取り入れること。 

(イ) 児童の障害の程度や学級の実態等を考慮の上，各教科の目標や内容を下学年の教科の目標や内 

容に替えたり，各教科を，知的障害者である児童に対する教育を行う特別支援学校の各教科に 

替えたりするなどして，実態に応じた教育課程を編成すること。 

ウ 障害のある児童に対して，通級による指導を行い，特別の教育課程を編成する場合には，特別支

援学校小学部・中学部学習指導要領第７章に示す自立活動の内容を参考とし，具体的な目標や内容

を定め，指導を行うものとする。その際，効果的な指導が行われるよう，各教科等と通級による指

導との関連を図るなど，教師間の連携に努めるものとする。 

エ 障害のある児童などについては，家庭，地域及び医療や福祉，保健，労働等の業務を行う関係機

関との連携を図り，長期的な視点で児童への教育的支援を行うために，個別の教育支援計画を作成

し活用することに努めるとともに，各教科等の指導に当たって，個々の児童の実態を的確に把握

し，個別の指導計画を作成し活用することに努めるものとする。特に，特別支援学級に在籍する児

童や通級による指導を受ける児童については，個々の児童の実態を的確に把握し，個別の教育支援

計画や個別の指導計画を作成し，効果的に活用するものとする。 

 

第６章特別活動 

第３ 指導計画の作成と内容の取扱い 

１ 指導計画の作成に当たっては，次の事項に配慮するものとする。 

⑸ 障害のある児童などについては，学習活動を行う場合に生じる困難さに応じた指導内容や指導方法

の工夫を計画的，組織的に行うこと。 
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〇中学校学習指導要領 

第１章総則 

第４ 生徒の発達の支援 

２ 特別な配慮を必要とする生徒への指導 

  ⑴ 障害のある生徒などへの指導 

   ア 障害のある生徒などについては，特別支援学校等の助言又は援助を活用しつつ，個々の生徒の障 

害の状態等に応じた指導内容や指導方法の工夫を組織的かつ計画的に行うものとする。 

   イ 特別支援学級において実施する特別の教育課程については，次のとおり編成するものとする 

(ア) 障害による学習上又は生活上の困難を克服し自立を図るため，特別支援学校小学部・中学部学 

習指導要領第７章に示す自立活動を取り入れること。 

(イ) 生徒の障害の程度や学級の実態等を考慮の上，各教科の目標や内容を下学年の教科の目標や内 

容に替えたり，各教科を，知的障害者である生徒に対する教育を行う特別支援学校の各教科に 

替えたりするなどして，実態に応じた教育課程を編成すること。 

ウ 障害のある生徒に対して，通級による指導を行い，特別の教育課程を編成する場合には，特 

別支援学校小学部・中学部学習指導要領第７章に示す自立活動の内容を参考とし，具体的な目 

標や内容を定め，指導を行うものとする。その際，効果的な指導が行われるよう，各教科等と 

通級による指導との関連を図るなど，教師間の連携に努めるものとする。 

エ 障害のある生徒などについては，家庭，地域及び医療や福祉，保健，労働等の業務を行う関 

係機関との連携を図り，長期的な視点で生徒への教育的支援を行うために，個別の教育支援計 

画を作成し活用することに努めるとともに，各教科等の指導に当たって，個々の生徒の実態を 

的確に把握し，個別の指導計画を作成し活用することに努めるものとする。特に，特別支援学 

級に在籍する生徒や通級による指導を受ける生徒については，個々の生徒の実態を的確に把握 

し，個別の教育支援計画や個別の指導計画を作成し，効果的に活用するものとする。 

 

第５章特別活動 

第３ 指導計画の作成と内容の取扱い 

 １ 指導計画の作成に当たっては，次の事項に配慮するものとする。 

 ⑷ 障害のある生徒などについては，学習活動を行う場合に生じる困難さに応じた指導内容や指導 

方法の工夫を計画的，組織的に行うこと。 
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 1 

４文科初第 2441 号  

令和５年３月 13 日  

各 都 道 府 県 教 育 委 員 会 教 育 長 

各指定都市・中核市教育委員会教育長 

各 都 道 府 県 知 事 

構造改革特別区域法第 12 条第１項の  

認 定 を 受 け た 各 地 方 公 共 団 体 の 長 

附属学校を置く各国公立大学法人の長 

各文部科学大臣所轄学校法人理事長 

独立行政法人国立特別支援教育総合研究所理事長  

 

文部科学省初等中等教育局長 

                            藤 原 章 夫 

 

 

通常の学級に在籍する障害のある児童生徒への支援に係る方策について（通知） 

 

 

この度、文部科学省の下に設置された「通常の学級に在籍する障害のある児童生

徒への支援の在り方に関する検討会議」において、令和５年３月 13日に報告が取り

まとめられました。 

 

本報告においては、近年の小中高等学校等における特別支援教育を必要とする児

童生徒の増加や、令和４年９月９日の障害者権利委員会対日審査における総括所見

及び同年 12 月 13 日に文部科学省が公表した「通常の学級に在籍する特別な教育的

支援を必要とする児童生徒に関する調査結果について」等を踏まえ、障害のある子

供と障害のない子供が可能な限り同じ場で共に学ぶための環境の整備をはじめ、よ

りインクルーシブな社会の実現に向けて関連施策等の一層の充実を図ることが求め

られています。 

 

具体的には、 

・校長のリーダーシップの下、特別な教育的支援を必要とする児童生徒の実態を

適切に把握し、適切な指導や必要な支援を組織的に行うための校内支援体制を

充実させること 

・児童生徒が慣れた環境で安心して通級による指導を受けられるように自校通級

や巡回指導をはじめとする通級による指導を充実させること 

・通級による指導を担当する教師等の専門性の向上を図ること 

・高等学校における通級による指導の実施体制を充実させること 

・特別支援教育に関する専門的な知見や経験等を有する特別支援学校における小

中高等学校等への指導助言等のセンター的機能を充実させること 

・よりインクルーシブで多様な教育的ニーズに柔軟に対応するため、特別支援学校  

を含めた２校以上の学校を一体的に運営するインクルーシブな学校運営モデルを  

創設すること 

などについて提言されています。 

殿 
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 2 

関係者各位におかれては、別添の報告の内容について十分に御理解の上、示され

た具体的な方向性を踏まえて、障害のある児童生徒一人一人の教育的ニーズに応じ

た適切な指導や必要な支援を行うための格段の取組をお願いします。 

 

文部科学省においても、障害者権利委員会における勧告の趣旨等を踏まえ、障害

のある児童生徒と障害のない児童生徒が可能な限り共に学ぶための条件整備をはじ

め、障害のある児童生徒一人一人の教育的ニーズに最も的確に応える指導を提供で

きるよう、連続性のある多様な学びの場の整備を着実に進め、本報告に示された具

体的な方向性の実現を図るべく関連施策等の充実に努めてまいりますので、関係者

各位におかれては引き続きの御理解と御協力をお願いします。 

 

なお、各都道府県教育委員会におかれては所管の学校及び域内の市町村教育委員

会に対して、域内の市町村教育委員会におかれては所管の学校に対して、各指定都

市・中核市教育委員会におかれては所管の学校に対して、都道府県の知事及び構造

改革特別区域法第 12条１項の認定を受けた各地方公共団体におかれては所轄の学校

及び学校法人等に対して、附属学校を置く各国公立大学法人におかれては附属学校

に対して、各文部科学大臣所轄学校法人におかれてはその設置する学校に対して、

本通知の内容について周知を図るとともに、一層の取組を促していただくようお願

いします。 

 

（添付資料） 

別添１「通常の学級に在籍する障害のある児童生徒への支援の在り方に関する 

検討会議報告」 

別添２「通常の学級に在籍する障害のある児童生徒への支援の在り方に関する 

検討会議報告」（概要） 

別添３「通常の学級に在籍する障害のある児童生徒への支援の在り方に関する 

検討会議」設置要綱 

 

（参考） 

○「通常の学級に在籍する障害のある児童生徒への支援の在り方に関する検討会議」 

https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/shotou/181/toushin/mext 

_00004.html 

 

○「通常の学級に在籍する特別な教育的支援を必要とする児童生徒に関する調査  

結果について」（令和４年 12 月 13 日公表） 

https://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/2022/1421569_00005.htm 

 

○「初めて通級による指導を担当する教師のためのガイド」 

https://www.mext.go.jp/tsukyu-guide/index.html 

 

○「特別支援教育を担う教師の養成、採用、研修等に係る方策について」（令和

４年３月 31 日付け３文科初第 2668 号） 

    https://www.mext.go.jp/content/20220331-mxt_tokubetu01-

000021707_5.pdf 
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○ 独立行政法人国立特別支援教育総合研究所（NISE） 

https://www.nise.go.jp/nc/ 

 

 

 

【本件担当】 

文部科学省初等中等教育局特別支援教育課 企画調査係 

03-5253-4111（内線 3193） E-mail: tokubetu@mext.go.jp 
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４文科初第２５６５号  

令和５年３月３０日  

 

 各 都 道 府 県 教 育 委 員 会 教 育 長 

 各 指 定 都 市 教 育 委 員 会 教 育 長 

 各 都 道 府 県 知 事 

 附属学校を置く各国公立大学法人の長  殿 

 構造改革特別区域法第 12 条第 1 項の 

 認定を受けた各地方公共団体の長 

 

 

文部科学省初等中等教育局長          

藤 原 章 夫        

 

 

   

小・中学校等における病気療養児に対する ICT等を活用した学習活動を 

行った場合の指導要録上の出欠の取扱い等について(通知) 

 

 疾病による療養のため又は障害のため、相当の期間学校を欠席すると認められる児

童生徒（以下「病気療養児」という。）に対する教育については、関係者においてその

充実を図るための様々な取組が行われているところです。 

 先般、病気療養児に対する教育の一層の充実を図るため、小学校、中学校、義務教

育学校、中等教育学校の前期課程、特別支援学校小学部・中学部（以下「小・中学校

等」という。）において、病院や自宅等で療養中の病気療養児に対し、インターネット

等のメディアを利用してリアルタイムで授業を配信し、同時かつ双方向的にやりとり

を行った場合（以下「同時双方向型授業配信」という。）の指導要録上の出欠の取扱い

について、弾力化を図ってきたところです。 

 一方、病気療養児については、同時双方向型授業配信のみでは、時々の病状や治療

の状況により教育機会の保障として十分でない可能性があります。 

 そこで、この度、事前に収録された授業を、学校から離れた空間で、インターネッ

ト等のメディアを利用して配信を行うことにより、児童生徒が視聴したい時間に受講

することが可能な授業配信の方式（以下「オンデマンド型授業配信」という。）を含

む、ICT等を活用した学習活動を行った際の指導要録上の出欠の取扱い等については、

下記によることとしましたので、適切に対応されるようお願いします。 

 なお、ICT等を活用した学習活動とは、ICT（コンピューターやインターネット、遠

隔教育システムなど）や郵送、FAX などを活用して提供される学習活動のことを指し

ます。 
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 各都道府県教育委員会におかれては所管の学校及び域内の市町村教育委員会に対

して、各指定都市教育委員会におかれては所管の学校に対して、各都道府県知事及び

構造改革特別区域法第 12 条第１項の認定を受けた各地方公共団体におかれては所轄

の学校及び学校法人等に対して、各国公立大学法人におかれては附属学校に対して、

本通知の趣旨について周知くださるようお願いします。 

 なお、「小・中学校等における病気療養児に対する同時双方向型授業配信を行った

場合の指導要録上の出欠の取扱い等について（通知）」（平成 30年９月 20日付け文部

科学省初等中等教育局長通知）については本通知をもって廃止します。 

 

記 

 

第１ 趣旨 

  小・中学校等では、病院や自宅等で療養中の病気療養児に対する学習支援として

同時双方向型授業配信やそれを通じた他の児童生徒との交流を行っている場合が

あり、それにより病気療養児の教育機会の確保や学習意欲の維持・向上、学習や学

校生活に関する不安感が解消されることによる円満な復学につながるなどの効果

が見られている。このような状況を踏まえ、病気療養児に対する教育の一層の充実

を図るため、小・中学校等において同時双方向型授業配信を行った場合、校長は、

指導要録上出席扱いとすることができることとしている。 

しかし、病気療養児については、その時々の病状や治療の状況によりリアルタイ

ムで授業を受けることが困難な場合があり、同時双方向型授業配信のみでは教育機

会を十分に保障できない可能性がある。このような児童生徒に対して、「第２ 指導

要録上の取扱い等」及び「第３ 留意事項」に記載の事項等を踏まえた上で、病院

や自宅等において ICT等を活用した学習活動を行った場合、校長は、指導要録上出

席扱いとすること及びその成果を評価に反映することができることとする。 

 

第２ 指導要録上の取扱い等 

小・中学校等において、当該学校に在籍する病院や自宅等で療養中の病気療養児

に対し、受信側に教科等に応じた相当の免許状を有する教師を配置せずに ICT等を

活用した学習活動を行った場合、校長は、指導要録上出席扱いとすること及びその

成果を当該教科等の評価に反映することができることとする。 

なお、ICT等を活用した学習活動を行うに当たっては、学校教育法（昭和 22年法

律第 26号）、学校教育法施行規則（昭和 22年文部省令第 11号）、小・中学校の設置

基準及び学習指導要領等の関係法令の規定に留意して行う必要があること。特に、

以下のような事項に留意すること。 

（１）教育職員免許法（昭和 24年法律第 147号）の規定を踏まえ、配信側の教師は、

当該病気療養児が在籍する学校の教師の身分を有する者であり、中学校等におい

ては同時双方型授業配信を行う教科等に応じた相当の免許状を有する者である

124



必要があること。 

（２）同時双方向型授業配信において、配信側及び受信側で同時に授業を受ける一学

級の児童生徒の合計数は、小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期

課程にあっては、小学校設置基準（平成 14年文部科学省令第 14号）第４条及び

中学校設置基準（平成 14年文部科学省令第 15号）第４条の規定を踏まえ、原則

として 40 人以下とすること。特別支援学校の小・中学部にあっては、特別支援

学校設置基準（令和３年文部科学省令第 45号）第５条の規定を踏まえ、６人（視

覚障害、聴覚障害、知的障害、肢体不自由又は病弱のうち二以上併せ有する児童

又は生徒で学級を編成する場合にあっては、３人）以下を標準とすること。 

（３）教室等で授業を受ける場合と同様、教科用図書や教材については、学校教育法

第 34条（同法第 49条、第 49条の８、第 70 条第１項、第 82条において準用す

る場合を含む。）の規定や「学校における補助教材の適切な取扱いについて」（平

成 27年３月４日付け 26文科初第 1257号文部科学省初等中等教育局長通知）等

に基づき、適切に対応すること。なお、小・中学校等のうち、特別支援学級及び

特別支援学校の小・中学部にあっては、同法附則第９条の規定にも留意すること。 

 

 

第３ 留意事項 

  本取扱いに当たっての留意事項は、以下のとおりであること。 

 １ 本取扱いにおける病気療養児に該当するか否かの判断は、疾病や障害に関する

医師等の専門家による診断書等や、文部科学省が就学事務の参考資料として作成

し配布している「障害のある子供への教育支援の手引」に示された障害種ごとの

障害の状態等を基に、文部科学省が平成 26 年度に実施した長期入院児童生徒に

対する教育支援に関する実態調査で示された年間延べ 30 日以上の欠席という定

義を一つの参考としつつ、小・中学校等又はその管理機関が行うこと。 

 

２ 病気療養児の学習場面においては、学校と保護者が連携・協力し、病気療養児

の状態等を踏まえ、体調の管理や緊急時に適切な対応を行うことができる体制を

整えること。当該対応を行う者としては、例えば、保護者自身、保護者や教育委

員会等が契約する医療・福祉関係者等が考えられること。 

 

３ ICT 等を活用した学習活動を行うに当たっては、以下のような事項について配

慮すること。 

（１）教師と病気療養児が、互いにやりとりを行うこと。なお、病気療養児の状態

等を踏まえ、音声や文字のみによるやりとりも可能であること。 

（２）病気療養児の教師に対する質問の機会を確保すること。 

（３）画面では黒板の文字が見づらい等の状況が予想される場合には、あらかじめ

病気療養児にプリント教材等を準備するなどの工夫をすること。 
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（４）病気療養児が ICT 等を活用した学習活動に係るシステムを利用するに当たっ

て必要な支援を行うこと。 

（５）病気療養児の体調の変化等に留意し、ICT 等を活用した学習活動を行うこと

が適当でないと考えられる場合には、直ちに中止できるようにすること。 

 

４ オンデマンド型授業配信を行うにあたっては、以下のような事項について留意

すること。 

（１）ICT等を活用した学習活動を実施する場合、原則として、同時双方向型授業配

信を実施すること。当該児童生徒の病状や治療の状況、医師等の意見等から、

配信側の授業時間に合わせて同時双方向型授業配信を受信することが難しいと

学校において判断した場合に限り、本人及び保護者の意向を踏まえオンデマン

ド型授業配信を行うことが可能であること。 

（２）当該児童生徒がオンデマンド型授業配信による学習を円滑に進めることがで

きるよう、ICT 機器の取扱いや学習課題等について相談できる体制を整えるこ

と。 

（３）オンデマンド型授業配信の実施の可否については、当該児童生徒の学齢や発

達段階、家庭や医療機関等との連携状況等を踏まえ、学校において適切に判断

すること。実施後も児童生徒の授業時の様子等について、保護者、医療機関等

より適宜情報を得ること。 

（４）学習評価においては、定期的な訪問やオンラインでの面接、メールでのやり

取り等を通して、動画の視聴及び学習状況を可能な限り把握するとともに、課

題提出等、工夫して行うこと。なお、効果的なオンデマンド型の授業の在り方

については、令和５年度より文部科学省において調査研究を行う予定であるこ

と。 

（５）グループ活動や演習等、教師と児童生徒、児童生徒間の相互のやりとりが中

心となる教育活動については、教師や児童生徒と同時双方型により接続されて

いることが必要であることから、オンデマンド型授業配信によらないこと。 

 

５ 配信側の教室等において実施している授業を配信する場合だけでなく、配信を

行う場所には教師だけがいて、授業を受けている児童生徒がいない場合も ICT 等

を活用した学習活動に含まれること。 

 

６ ICT 等を活用した学習活動と併せて、教師が定期的に病気療養児を訪問するこ

とにより、その学習や生活の状況を把握し、適切な指導や必要な支援を行うこと

が望ましいこと。その際、病気療養児の心理面に配慮し、学習意欲が向上するよ

うな支援も実施すること。なお、病気療養児の状態等により訪問することが難し

い場合は、インターネット等のメディアを利用して行うことも考えられること。 
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７ 本取扱いにおける病気療養児に対する ICT等を活用した学習活動は、原則とし

て「学校の管理下」ではなく、独立行政法人日本スポーツ振興センター法（平成

14年法律第 162号）による災害共済給付の対象とならないが、独立行政法人日本

スポーツ振興センター法施行令（平成 15 年政令第 369 号）で定める「学校の管

理下」の範囲において、学校が受信側に教職員や教育委員会等が契約する医療・

福祉関係者などの安全管理を行う者を配置することにより、病気療養児が、当該

校の指示、監督の下で ICT等を活用した学習活動を受けていると認められる場合

は、給付の対象になり得るため、具体の事例については必要に応じて独立行政法

人日本スポーツ振興センターに照会されたいこと。 

 

８ このほか、以下の通知についても参照すること。 

① 高等学校段階におけるインターネット等のメディアを利用した授業等について 

・「高等学校段階の病気療養中等の生徒のオンデマンド型授業に関する改正に

ついて（通知）」（令和５年３月 30日付け４文科初第 2563号文部科学省初等

中等教育局長通知） 

・「高等学校等における遠隔教育の実施に係る留意事項について」（令和３年２

月 26日付け２文科初第 1818号文部科学省初等中等教育局長通知） 

・「学校教育法施行規則の一部を改正する省令の施行について」（令和２年５月

15日付け２文科初第 259号文部科学省初等中等教育局長通知） 

・「高等学校等におけるメディアを利用して行う授業に係る留意事項について」

（令和元年 11 月 26 日付け元文科初第 1114 号文部科学省初等中等教育局長

通知） 

・「学校教育法施行規則の一部を改正する省令の施行等について」（平成 27年４

月 24日付け 27文科初第 289号文部科学省初等中等教育局長通知） 

② 病気療養児に対する教育について 

・「病気療養児に対する教育の充実について」（平成 25 年３月４日付け 24 初特

支第 20号文部科学省初等中等教育局特別支援教育課長通知） 

・「病気療養児の教育について」（平成６年 12 月 21 日付け文初特第 294 号文部

科学省初等中等教育局長通知） 

③ ICT等を活用した学習活動を行った場合の指導要録上の出欠の取扱いについて 

・「不登校児童生徒への支援の在り方について（通知）」（令和元年 10月 25日付

け元文科初第 698号初等中等教育局長通知） 

 

特に、入院等により特別支援学校等に一時転学等している児童生徒に対し、復

籍を見据えた支援を行うことは重要であり、入院等の前に通学していた学校が転

学先の特別支援学校等と連携し、交流及び共同学習などの取組を行うことは有効

であると考えられること。 
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９ 病気療養児の教育に当たり、当該学校等及びその設置者は、保護者、医療機関

等との十分な連携体制を確保し、当該児童生徒の病気の種類や病状等に応じた適

切な指導、緊急時の対応等について、医療機関、特別支援学校等から必要な助言・

指導を得るようにすることが望ましいこと。 

なお、病院を退院後も、引き続き、治療や生活規制のため通学が困難な場合、

入退院を頻繁に繰り返す場合等においても、当該児童生徒の状況に応じ、継続し

て教育が行われるよう、当該学校等及びその設置者は、保護者、医療機関等との

十分な連携体制を確保するようにすること。 

 

第４ 指導要録における記載等 

 １ 本通知に沿って病気療養児に対する ICT等を活用した学習活動を行い、指導要

録上出席扱い等とする場合は、「小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校等に

おける児童生徒の学習評価及び指導要録の改善等について」（平成 31 年３月 29

日付け 30文科初第 1845号文部科学省初等中等教育局長通知）を踏まえ、出席日

数の内数として出席扱いとした日数及び病気療養中の授業配信によることを記

入すること。 

 

 ２ その他、指導要録における記載等については、引き続き、「学習指導要領の一部

改正に伴う小学校、中学校及び特別支援学校小学部・中学部における児童生徒の

学習評価及び指導要録の改善等について」（平成 28年７月 29日付け 28文科初第

604号文部科学省初等中等教育局長通知）によるところとすること。 

 

 

 

 

 

 
【本件連絡先】 

文部科学省初等中等教育局 

特別支援教育課支援第二係 

TEL:03-5253-4111（内線 3257） 
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手話に関する施策の推進に関する法律の施行について（通知） 

府 政 共 共 第 459 号 

こ 支 障 第 2 8 2 号 

７ 文 科 初 第 850 号 

職 発 0 6 2 5 第 １ 号 

障 発 0 6 2 5 第 １ 号 

令和 7 年 6 月 25 日 

各 都 道 府 県 知 事 

各 指 定 都 市 市 長 

各 中 核 市 市 長 

各都道府県教育委員会教育長 

各指定都市教育委員会教育長 

各 国 公 立 大 学 法 人 の 長 

大学を設置する各地方公共団体の長 

各文部科学大臣所轄学校法人理事長 

大学を設置する各学校設置会社の代表取締役 

構造改革特別区域法第 12 条第 1 項の 

認定を受けた各地方公共団体の長 

独立行政法人国立高等専門学校機構理事長  

各 大 学 共 同 利 用 法 人 機 構 長 

各 指 定 教 員 養 成 機 関 の 長 

厚 生 労 働 省 医 政 局 長 

厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長 

 内閣府政策統括官（共生・共助担当） 

こ ど も 家 庭 庁 支 援 局 長 

文部科学省総合教育政策局長 

文部科学省初等中等教育局長 

文 部 科 学 省 高 等 教 育 局 長 

ス ポ ー ツ 庁 次 長 

文 化 庁 次 長 

厚 生 労 働 省 職 業 安 定 局 長 

厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長 
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2 

 

 平素より障害者施策の推進に御理解、御協力をいただき、厚く御礼申し上げます。 

手話に関する施策の推進に関する法律（令和７年法律第 78 号。以下「本法」とい

う。）は、令和７年６月 25日に公布され、同日施行されました。 

 つきましては、本法制定の経緯及び本法の概要は下記のとおりですので、御了知い

ただきますとともに、手話の習得及び使用する者の意思の尊重、またそれに関する必

要かつ合理的な配慮が適切に行われるために必要な環境の整備、手話文化の保存、継

承及び発展、並びに手話に関する国民の理解と関心の増進を図るため、適切な対応を

お図りいただくよう御配慮願います。 

 また、各都道府県知事におかれましては、貴管内の市町村（指定都市及び中核市を

除く。）、関係機関・団体、住民及び所轄の学校法人に対して、各指定都市市長及び

中核市市長におかれましては、関係機関・団体及び住民に対して、各都道府県教育委

員会教育長におかれましては、所管の学校（専修学校及び各種学校を含む。以下この

段落において同じ。）及び域内の市（指定都市を除く。）区町村教育委員会に対して、

各指定都市教育委員会教育長におかれましては所管の学校に対して、構造改革特別区

域法（平成 14年法律第 189号）第 12条第１項の認定を受けた各地方公共団体の長に

おかれましては、所轄の学校設置会社に対して、各国公立大学法人の長におかれまし

ては、その設置する大学等に対して、各文部科学大臣所轄学校法人の理事長におかれ

ましては、その設置する大学等に対して、独立行政法人国立高等専門学校機構理事長

におかれましては、その設置する高等専門学校に対し、厚生労働省医政局長及び同省

社会・援護局障害保健福祉部長におかれましては所管の専修学校に対して、本法制定

の経緯及び本法の内容を広く周知するなど、よろしくお取り計らいいただきますよう、

お願い申し上げます。 

 なお、本通知は、地方自治法（昭和 22年法律第 67号）第 245条の４第１項の規定

に基づく技術的助言であることを申し添えます。 

 

 

 

 

記 

 

第１ 本法制定の経緯 

   手話は、手話を使用する者にとって日常生活及び社会生活を営む上で言語その

他の重要な意思疎通のための手段である。これまでも、障害者基本法（昭和45年

法律第84号）において「言語」と位置付けられ、同法に基づく障害者基本計画に

おいて、手話による情報提供の充実、意思疎通支援の充実といった方向性が示さ
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れ、各種の施策が講じられてきている。これらの施策のより一層の推進を図るた

め、多くの地方公共団体において、手話に関する条例の制定等が行われるなどし

ており、手話に焦点を当てた新たな法律の制定が必要とされたところである。ま

た、きこえない・きこえにくい人の国際スポーツ大会であるデフリンピックが本

年11月に我が国で初めて開催されるのを前に、手話に関する国民の関心も高まっ

てきている。 

   このような状況を踏まえ、本法は、手話に関する施策に関し、基本理念を定め、

並びに国及び地方公共団体の責務を明らかにするとともに、当該施策の基本とな

る事項を定める等により、他の関係法律による施策と相まって、当該施策を総合

的に推進するため、令和７年６月 12 日に参議院内閣委員会において起草され、

同月 13 日に参議院において、同月 18 日に衆議院において、それぞれ全会一致

で可決され成立に至ったものである。 

 

 

第２ 本法の概要 

 １ 目的（第１条関係） 

   この法律は、手話がこれを使用する者にとって日常生活及び社会生活を営む上

で言語その他の重要な意思疎通のための手段であることに鑑み、手話の習得及び

使用に関する施策、手話文化の保存、継承及び発展に関する施策並びに手話に関

する国民の理解と関心の増進を図るための施策（以下「手話に関する施策」とい

う。）に関し、基本理念を定め、並びに国及び地方公共団体の責務を明らかにす

るとともに、手話に関する施策の基本となる事項を定めること等により、他の関

係法律による施策と相まって、手話に関する施策を総合的に推進することを目的

とすることとされた。 

 

 ２ 基本理念（第２条関係） 

   手話に関する施策は、次に掲げる事項を旨として行われなければならないこと

とされた。 

 （１） 手話の習得及び使用に関する施策を講ずるに当たっては、手話を必要とす

る者及び手話を使用する者の意思が尊重されるとともに、手話の習得及び使

用に関する必要かつ合理的な配慮が適切に行われるために必要な環境の整備

が図られるようにすること。 

（２） 手話が長年にわたり受け継がれてきたものであり、かつ、手話により豊か

な文化が創造されてきたことに鑑み、手話文化（手話及び手話による文学、

演劇、伝統芸能、演芸その他の文化的所産をいう。以下同じ。）の保存、継承

及び発展が図られるようにすること。 
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（３） 全ての国民が相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に

資するよう、手話に関する国民の理解と関心を深めるようにすること。 

 

 ３ 国及び地方公共団体の責務等（第３条関係） 

   国及び地方公共団体は、２の基本理念にのっとり、手話に関する施策を総合的

に策定し、及び実施する責務を有することとされた。 

 

４ 障害者基本計画等との関係（第４条関係） 

   政府が障害者基本法第 11 条第１項に規定する障害者基本計画を、都道府県が

同条第２項に規定する都道府県障害者計画を、市町村が同条第３項に規定する市

町村障害者計画を策定し、又は変更する場合には、それぞれ、当該計画がこの法

律の規定の趣旨を踏まえたものとなるようにするものとすることとされた。 

   なお、本規定を踏まえ、国では、次期障害者基本計画において所要の施策等を

盛り込むこととしている。 

 

５ 財政上の措置等（第５条関係） 

   政府は、手話に関する施策を実施するため必要な財政上又は法制上の措置その

他の措置を講じなければならないこととされた。 

 

第３ 基本的施策 

１ 手話を必要とするこどもの手話の習得の支援（第６条関係） 

 （１） 国及び地方公共団体は、手話の習得についての理解に資するよう、手話を

必要とするこども及びその保護者に対する手話に関する情報の提供、相談及

び助言その他の必要な施策を講ずるものとすることとされた。 

 （２） 国及び地方公共団体は、手話を必要とするこどもがその希望により手話を

習得することができるよう、乳幼児期においてその心身の発達に応じて手話

を学習することができる機会の提供、学校（学校教育法第１条に規定する学

校（大学及び高等専門学校を除く。）及び幼保連携型認定こども園をいう。２

において同じ。）の授業その他の教育活動においてその心身の発達に応じて

手話を学習することができる機会の提供その他の手話の習得の支援のため

に必要な施策を講ずるものとすることとされた。 

 （３） 国及び地方公共団体は、手話を必要とするこどもの手話の習得に資するよ

う、その保護者及び家族が手話を学習することができる機会の提供、これら

の者に対する手話に関する相談及び助言その他の必要な施策を講ずるもの

とすることとされた。 
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２ 学校における手話による教育等（第７条関係） 

 （１） 国及び地方公共団体は、教育の機会均等の趣旨にのっとり、手話を使用す

るこどもが在学する学校において、その意向ができる限り尊重されつつ手話

による教育を受けることができるよう、手話の技能を有する教員、手話通訳

を行う者、手話に関する必要な支援を行う者等が適切に配置されるようにす

るための取組の推進、手話を使用した教材の提供その他の必要な施策を講ず

るものとすることとされた。 

 （２） 国及び地方公共団体は、（１）の施策の実施に資するため、手話の技能を有

する教員が養成されるようにするための大学及び教員養成機関による取組

の促進、手話を使用するこどもが在学する学校の教員に対する手話を使用し

た指導方法に関する研修の実施その他の必要な施策を講ずるものとするこ

ととされた。 

 （３）国及び地方公共団体は、手話を使用するこどもが学校生活において手話を自

由に使用することができる環境の整備が図られるよう必要な施策を講ずる

ものとすることとされた。 

 

３ 大学等における配慮（第８条関係） 

   国及び地方公共団体は、大学等（学校教育法第１条に規定する大学及び高等専

門学校並びに専修学校、各種学校その他の同条に規定する学校以外の教育施設で

学校教育に類する教育を行うものをいう。以下この３において同じ。）において手

話を使用する者に対しその意向ができる限り尊重された適切な教育上の配慮がな

されるよう、手話通訳を行う者の確保のための大学等による取組の促進その他の

必要な施策を講ずるものとすることとされた。 

 

４ 職場における環境の整備（第９条関係） 

   国及び地方公共団体は、手話を使用する者を雇用し、又は雇用しようとする事

業主における手話を使用する者が手話を適切かつ円滑に使用することができる職

場環境の整備のための取組が促進されるよう、事業主に対する情報の提供、相談

及び助言その他の必要な施策を講ずるものとすることとされた。 

 

５ 地域における生活環境の整備等（第 10条関係） 

 （１） 国及び地方公共団体は、手話を使用する者が地域において手話を使用して

日常生活及び社会生活を円滑に営むことができる環境の整備が図られるよう

必要な施策を講ずるものとすることとされた。 

（２） 国及び地方公共団体は、手話を使用する者が災害その他非常の事態が発生

し、又は発生するおそれがある場合においてその安全を確保するため必要な
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情報を迅速かつ確実に取得することができるよう、手話による情報の提供そ

の他の必要な施策を講ずるものとすることとされた。 

 

６ その他の手話の習得の支援（第 11条関係） 

   国及び地方公共団体は、１に定めるもののほか、音声言語を習得した後に音声

言語による意思疎通を行う上での困難を有することとなった者であって手話を必

要とするものその他手話を必要とする者がその希望により手話を習得することが

できるよう、手話に関する情報の提供、相談及び助言、手話を学習することがで

きる機会の提供その他の手話の習得の支援のために必要な施策を講ずるものとす

ることとされた。 

 

７ 手話文化の保存、継承及び発展（第 12条関係） 

 （１） 国及び地方公共団体は、手話文化の保存、継承及び発展が図られるよう必

要な施策を講ずるものとすることとされた。 

（２） （１）の施策には、文化芸術活動、スポーツ及びレクリエーションを通じ

て手話文化の保存、継承及び発展が図られるようにするための取組が含まれ

るものとすることとされた。 

 

８ 国民の理解と関心の増進（第 13条関係） 

 （１） 国及び地方公共団体は、手話に関する国民の理解と関心を深めるよう、手

話に関する広報活動及び啓発活動の充実その他の必要な施策を講ずるものと

することとされた。 

（２） 国及び地方公共団体は、学校教育において手話に関する理解と関心が深め

られるよう、学校教育において利用できる効果的な手法に関する情報の提供、

児童、生徒等が手話を学習することができる機会の提供その他の必要な施策

を講ずるものとすることとされた。 

 

９ 手話の日（第 14条関係） 

 （１） 国民の間に広く手話に関する理解と関心を深めるようにするため、手話の

日を設けることとされた。 

 （２） 手話の日は、９月 23日とすることとされた。 

 （３） 国及び地方公共団体は、手話の日には、その趣旨にふさわしい行事が実施

されるよう努めるものとすることとされた。 

     なお、今後国において、地方公共団体との協力の下、手話の日の前後に、

手話に係る行事の開催を実施する予定であり、地方公共団体においても、手

話の普及に資する行事、ブルーライトアップ、メディアを利用したキャンペ
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ーン等の広報活動・周知啓発の取組を実施いただきたい。 

 

10 人材の確保等（第 15条関係） 

   国及び地方公共団体は、手話通訳を行う者その他の手話に関する専門的な知識

及び技能を有する人材の安定的な確保、養成及び資質の向上のため、研修の機会

の確保、適切な処遇の確保その他の必要な施策を講ずるものとすることとされた。 

   地方公共団体におかれては、本法の趣旨を踏まえ、手話通訳者の人材確保に向

けた取組等を実施いただきたい。 

 

 11 調査研究の推進等（第 16条関係） 

 （１） 国は、手話文化の保存、継承及び発展に資するよう、手話文化に関する調

査研究の推進、情報の収集及び提供その他の必要な施策を講ずるものとする

こととされた。 

 （２） 国は、手話の習得のための効果的な手法の開発、手話による円滑な意思疎

通を図るためのデジタル技術その他の先端的な技術を活用した機器等の開

発、手話の習得及び使用に関する調査研究等の推進並びにその成果の普及の

ために必要な施策を講ずるものとすることとされた。 

 

 12 国際交流の推進（第 17条関係） 

   国は、手話に関する国際交流を推進するため、手話を使用する者の国際的交流

の支援、手話文化に関する情報の交換等の活動の支援その他の必要な施策を講ず

るものとすることとされた。 

 

 13 意見の反映（第 18条関係） 

   国は、手話に関する施策の策定及び実施に資するよう、手話を使用する者その

他の関係者の意見を聴き調査審議を行う等、その意見を国の施策に反映させるた

めに必要な措置を講ずるものとすることとされた。 

 

第４ 施行期日等に関する事項 

 １ 施行期日（附則第１項関係） 

この法律は、公布の日から施行することとされた。 

 

 ２ 検討（附則第２項関係） 

この法律の規定については、この法律の施行後おおむね５年を目途として、

その施行の状況等を勘案して検討が加えられ、必要があると認められるときは、

その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとすることとされた。 
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手話はこれを使用する者にとって日常生活・社会生活を営む上で言語その他の重要な意思疎通のための手段 

手話に関する施策を総合的に推進 

 

① 手話の習得・使用に関する施策を講ずるに当たっては、手話を必要とする者・手話を使用する者の意思が尊重

されるとともに、手話の習得・使用に関する必要かつ合理的な配慮が適切に行われるために必要な環境の整備が 

図られるようにする 

②  手話が長年にわたり受け継がれてきたものであり、かつ、手話により豊かな文化が創造されてきたことに鑑み、

手話文化の保存・継承・発展が図られるようにする  

③ 全ての国民が相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に資するよう、手話に関する国民の理

解と関心を深めるようにする 

 

                

 

 

 

※施行期日：令和７年６月 25日 

⑥ その他の手話の習得の支援（11条） 
 

 

 

国・地方公共団体は、手話に関する施策を総合的に策定・実施する責務を有する 

① 手話を必要とするこどもの手話の習得の支援（６条） 
                           
 

 

〇こども・保護者に対する手話に関する情報提供等 
〇乳幼児期におけるこどもの心身の発達に応じた手話
の学習機会の提供、学校の授業等の教育活動における
こどもの心身の発達に応じた手話の学習機会の提供 
〇保護者・家族に対する手話の学習機会の提供等 

② 学校における手話による教育等（７条） 
                           
 

 

○手話の技能を有する教員、手話通訳を行う者、手話に
関する必要な支援を行う者等が適切に配置されるよ
うにするための取組の推進、手話を使用した教材の提
供 
○手話の技能を有する教員の養成のための大学・教員養
成機関による取組の促進、教員に対する手話を使用し
た指導方法に関する研修の実施 
○手話を使用するこどもが学校生活で手話を自由に使
用できる環境の整備 

○手話通訳を行う者の確保のための大学等による取組
の促進 

③ 大学等における配慮（８条） 
                           
 

 
④ 職場における環境の整備（９条） 
                           
 

 

○手話を適切かつ円滑に使用できる職場環境の整備の
ための事業主による取組の促進のための情報提供等 

⑤ 地域における生活環境の整備等（10条） 
                           
 

 

○地域で手話を使用して日常生活・社会生活を円滑に営
むことができる環境の整備 
○災害等の非常事態が発生し、又は発生するおそれがあ
る場合に安全を確保するための手話による情報提供 

 

⑦ 手話文化の保存・継承・発展（12条） 
                           
 

 
○文化芸術活動・スポーツ・レクリエーションを通じて
手話文化の保存・継承・発展が図られるようにするた
めの取組 

○手話に関する国民の理解と関心を深めるための広報
活動・啓発活動の充実 
○学校教育で手話に関する理解と関心を深めるための
学校教育で利用できるノウハウに関する情報提供、児
童生徒等に対する手話の学習機会の提供 

⑨ 手話の日（14条） 
                           
 

 
⑩ 人材の確保等（15条） 
                           
 

 

〇手話に関する専門的な知識・技能を有する人材（手話
通訳を行う者など）の安定的な確保・養成・資質の向
上のための研修の機会の確保、適切な処遇の確保 

⑪ 調査研究の推進等（16条） 
                           
 

 

○手話文化に関する調査研究の推進、情報収集・提供 
○手話の習得のためのカリキュラムの開発、手話によ
る円滑な意思疎通を図るための先端的な技術（デジ
タル技術など）を活用した機器等の開発、手話の習
得・使用に関する調査研究等の推進・成果の普及 

⑫ 国際交流の推進（17条） 
                           
 

 

○手話を使用する者の国際的交流の支援 
○手話文化に関する情報交換等の活動の支援 
 

⑬ 手話を使用する者等の意見の反映（18条） 
                           
 

 

○９月 23 日を「手話の日」とする 

手話文化：手話及び手話による文化的所産 
                           

 

 

 

○障害者基本計画・都道府県障害者計画・市町村障害者計画〔いずれも障害者基本法に基づき策定〕への反映（４条） 

○手話に関する施策の実施に必要な財政上の措置・法制上の措置等を講ずる（５条） 

〇施行後おおむね５年を目途として、この法律の施行状況等を勘案して検討を加える（附則２項） 

手話に関する施策の推進に関する法律（手話施策推進法）概要 
（令和７年法律第78号） 

目的（１条） 

基本理念（２条） 

国・地方公共団体の責務（３条） 

基本的施策（６条～18 条） 

⑧ 国民の理解と関心の増進（13 条） 

137

i6531483
テキストボックス
資料Ⅱ-13(2)



手話に関する施策の推進に関する法律 

（令和七年法律第七十八号） 

目次 

 第一章 総則（第一条―第五条） 

 第二章 基本的施策（第六条―第十八条） 

 附則 

   第一章 総則 

（目的） 

第一条 この法律は、手話がこれを使用する者にとって日常生活及び社会生活

を営む上で言語その他の重要な意思疎通のための手段であることに鑑み、手

話の習得及び使用に関する施策、手話文化の保存、継承及び発展に関する施

策並びに手話に関する国民の理解と関心の増進を図るための施策（以下「手

話に関する施策」という。）に関し、基本理念を定め、並びに国及び地方公

共団体の責務を明らかにするとともに、手話に関する施策の基本となる事項

を定めること等により、他の関係法律による施策と相まって、手話に関する

施策を総合的に推進することを目的とする。 

（基本理念） 

第二条 手話に関する施策は、次に掲げる事項を旨として行われなければなら

ない。 

一 手話の習得及び使用に関する施策を講ずるに当たっては、手話を必要と

する者及び手話を使用する者の意思が尊重されるとともに、手話の習得及

び使用に関する必要かつ合理的な配慮が適切に行われるために必要な環境

の整備が図られるようにすること。 

二 手話が長年にわたり受け継がれてきたものであり、かつ、手話により豊

かな文化が創造されてきたことに鑑み、手話文化（手話及び手話による文
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学、演劇、伝統芸能、演芸その他の文化的所産をいう。以下同じ。）の保

存、継承及び発展が図られるようにすること。 

三 全ての国民が相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現

に資するよう、手話に関する国民の理解と関心を深めるようにすること。 

（国及び地方公共団体の責務） 

第三条 国及び地方公共団体は、前条の基本理念にのっとり、手話に関する施

策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。 

（障害者基本計画等との関係） 

第四条 政府が障害者基本法（昭和四十五年法律第八十四号）第十一条第一項

に規定する障害者基本計画を、都道府県が同条第二項に規定する都道府県障

害者計画を、市町村が同条第三項に規定する市町村障害者計画を策定し、又

は変更する場合には、それぞれ、当該計画がこの法律の規定の趣旨を踏まえ

たものとなるようにするものとする。 

（財政上の措置等） 

第五条 政府は、手話に関する施策を実施するため必要な財政上又は法制上の

措置その他の措置を講じなければならない。 

 

   第二章 基本的施策 

（手話を必要とするこどもの手話の習得の支援） 

第六条 国及び地方公共団体は、手話の習得についての理解に資するよう、手

話を必要とするこども及びその保護者に対する手話に関する情報の提供、相

談及び助言その他の必要な施策を講ずるものとする。 

２ 国及び地方公共団体は、手話を必要とするこどもがその希望により手話を

習得することができるよう、乳幼児期においてその心身の発達に応じて手話

を学習することができる機会の提供、学校（学校教育法（昭和二十二年法律

第二十六号）第一条に規定する学校（大学及び高等専門学校を除く。）及び
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就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律

（平成十八年法律第七十七号）第二条第七項に規定する幼保連携型認定こど

も園をいう。次条において同じ。）の授業その他の教育活動においてその心

身の発達に応じて手話を学習することができる機会の提供その他の手話の習

得の支援のために必要な施策を講ずるものとする。 

３ 国及び地方公共団体は、手話を必要とするこどもの手話の習得に資するよ

う、その保護者及び家族が手話を学習することができる機会の提供、これら

の者に対する手話に関する相談及び助言その他の必要な施策を講ずるものと

する。 

（学校における手話による教育等） 

第七条 国及び地方公共団体は、教育の機会均等の趣旨にのっとり、手話を使

用するこどもが在学する学校において、その意向ができる限り尊重されつつ

手話による教育を受けることができるよう、手話の技能を有する教員、手話

通訳を行う者、手話に関する必要な支援を行う者等が適切に配置されるよう

にするための取組の推進、手話を使用した教材の提供その他の必要な施策を

講ずるものとする。 

２ 国及び地方公共団体は、前項の施策の実施に資するため、手話の技能を有

する教員が養成されるようにするための大学及び教員養成機関による取組の

促進、手話を使用するこどもが在学する学校の教員に対する手話を使用した

指導方法に関する研修の実施その他の必要な施策を講ずるものとする。 

３ 国及び地方公共団体は、手話を使用するこどもが学校生活において手話を

自由に使用することができる環境の整備が図られるよう必要な施策を講ずる

ものとする。 

（大学等における配慮） 

第八条 国及び地方公共団体は、大学等（学校教育法第一条に規定する大学及

び高等専門学校並びに専修学校、各種学校その他の同条に規定する学校以外
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の教育施設で学校教育に類する教育を行うものをいう。以下この条において

同じ。）において手話を使用する者に対しその意向ができる限り尊重された

適切な教育上の配慮がなされるよう、手話通訳を行う者の確保のための大学

等による取組の促進その他の必要な施策を講ずるものとする。 

（職場における環境の整備） 

第九条 国及び地方公共団体は、手話を使用する者を雇用し、又は雇用しよう

とする事業主における手話を使用する者が手話を適切かつ円滑に使用するこ

とができる職場環境の整備のための取組が促進されるよう、事業主に対する

情報の提供、相談及び助言その他の必要な施策を講ずるものとする。 

（地域における生活環境の整備等） 

第十条 国及び地方公共団体は、手話を使用する者が地域において手話を使用

して日常生活及び社会生活を円滑に営むことができる環境の整備が図られる

よう必要な施策を講ずるものとする。 

２ 国及び地方公共団体は、手話を使用する者が災害その他非常の事態が発生

し、又は発生するおそれがある場合においてその安全を確保するため必要な

情報を迅速かつ確実に取得することができるよう、手話による情報の提供そ

の他の必要な施策を講ずるものとする。 

（その他の手話の習得の支援） 

第十一条 国及び地方公共団体は、第六条に定めるもののほか、音声言語を習

得した後に音声言語による意思疎通を行う上での困難を有することとなった

者であって手話を必要とするものその他手話を必要とする者がその希望によ

り手話を習得することができるよう、手話に関する情報の提供、相談及び助

言、手話を学習することができる機会の提供その他の手話の習得の支援のた

めに必要な施策を講ずるものとする。 

（手話文化の保存、継承及び発展） 

第十二条 国及び地方公共団体は、手話文化の保存、継承及び発展が図られる
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よう必要な施策を講ずるものとする。 

２ 前項の施策には、文化芸術活動、スポーツ及びレクリエーションを通じて

手話文化の保存、継承及び発展が図られるようにするための取組が含まれる

ものとする。 

（国民の理解と関心の増進） 

第十三条 国及び地方公共団体は、手話に関する国民の理解と関心を深めるよ

う、手話に関する広報活動及び啓発活動の充実その他の必要な施策を講ずる

ものとする。 

２ 国及び地方公共団体は、学校教育において手話に関する理解と関心が深め

られるよう、学校教育において利用できる効果的な手法に関する情報の提

供、児童、生徒等が手話を学習することができる機会の提供その他の必要な

施策を講ずるものとする。 

（手話の日） 

第十四条 国民の間に広く手話に関する理解と関心を深めるようにするため、

手話の日を設ける。 

２ 手話の日は、九月二十三日とする。 

３ 国及び地方公共団体は、手話の日には、その趣旨にふさわしい行事が実施

されるよう努めるものとする。 

（人材の確保等） 

第十五条 国及び地方公共団体は、手話通訳を行う者その他の手話に関する専

門的な知識及び技能を有する人材の安定的な確保、養成及び資質の向上のた

め、研修の機会の確保、適切な処遇の確保その他の必要な施策を講ずるもの

とする。 

（調査研究の推進等） 

第十六条 国は、手話文化の保存、継承及び発展に資するよう、手話文化に関

する調査研究の推進、情報の収集及び提供その他の必要な施策を講ずるもの

142



とする。 

２ 国は、手話の習得のための効果的な手法の開発、手話による円滑な意思疎

通を図るためのデジタル技術その他の先端的な技術を活用した機器等の開

発、手話の習得及び使用に関する調査研究等の推進並びにその成果の普及の

ために必要な施策を講ずるものとする。 

（国際交流の推進） 

第十七条 国は、手話に関する国際交流を推進するため、手話を使用する者の

国際的交流の支援、手話文化に関する情報の交換等の活動の支援その他の必

要な施策を講ずるものとする。 

（意見の反映） 

第十八条 国は、手話に関する施策の策定及び実施に資するよう、手話を使用

する者その他の関係者の意見を聴き調査審議を行う等、その意見を国の施策

に反映させるために必要な措置を講ずるものとする。 

 

附 則  

（施行期日） 

１ この法律は、公布の日から施行する。 

（検討） 

２ この法律の規定については、この法律の施行後おおむね五年を目途とし

て、その施行の状況等を勘案して検討が加えられ、必要があると認められると

きは、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。  
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